
  

   

  



  

渋谷区成年後見制度利用促進基本計画の策定にあたって 

 

国は、認知症の高齢者や、知的障がいや精神障がいがあることにより財産の管理や日常生

活等に支障がある方の権利を擁護する観点から、成年後見制度の利用を推進しています。今

後高齢者がますます増えていく中で更に制度の普及を図るため、平成29年３月、成年後見制

度利用促進基本計画を定めました。 

渋谷区でも、認知症や、ひとり暮らし高齢者の増加、障がい者を支えるご家族の高齢化等

により、成年後見制度の利用ニーズの高まりが予想されています。 

すべての区民の皆様が住み慣れた地域で安心して暮らし続けていくためには、一人ひとり

の権利が守られていることが重要であり、より一層制度が理解され、利用されていくことが

必要であると考えます。 

そのため、必要な人が安心して成年後見制度を利用することができるよう「渋谷区成年後

見制度利用促進基本計画」を策定しました。 

引き続き「あらゆる人が、自分らしく生きられる街へ。」の基本理念の実現に向けて、ま

た、今般のコロナ禍においても必要な支援が途切れることの無いよう、計画の推進を図って

まいります。 

また、成年後見制度の利用促進のためには、行政、社会福祉協議会をはじめ福祉関係者、

司法関係者、事業者などが連携を図ることが大切です。これらの機関が連携して、地域一体

で取り組む体制づくりに着手し、制度が積極的に周知され、利用されてゆく基盤としてまい

りますので、今後ともご協力をお願い申し上げます。 

結びに、この計画の策定にあたり、ご指導、ご尽力いただきました渋谷区成年後見制度利

用促進審議会の皆様、ニーズ調査やパブリックコメントで貴重なご意見をいただきました区

民の皆様・事業者の皆様に心から感謝申し上げます。 

 

令和３年３月 

渋谷区長  長谷部 健 
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第１章 計画について 

 １ 策定の趣旨 

（1）基本計画策定の背景 

私たちの日常生活は、ほとんど契約によって成り立っています。食料・衣料・日用品等の購入、

介護などのサービスの利用、入院など、いずれもその必要性、値段などを検討した上で、本人の

意思で契約し、生活を支える機能として利用しています。また、こうした機能を利用することは、

家族による支援がある前提で考えられてきました。 

しかし、高齢化が急激に進み、少人数で暮らす世帯が多くなる中で、高齢者や障がい者の単独

世帯や高齢者のみの世帯、障がい者の子と高齢の親などの世帯がますます増えています。また、

虐待や消費者被害等の権利侵害にあったり、見守りが不十分な中で孤立したりなど、自分ひとり

で判断することが困難な状況にある方々の SOS を、支援者や関係者が見落としてしまう場合があ

ります。 

このような方々が医療・介護・福祉など生活の基本となるサービスを適切に利用できない状況

がないように、また、その人がその人らしく安心して暮らせるように、権利や財産を守り、支援

するのが成年後見制度です。 

ところが、成年後見制度がこのような方々を支える非常に重要な手段であるにもかかわらず、

十分に利用されていない現状があります。 

国はそういった現状を改善すべく、平成 28（2016）年５月１３日に「成年後見制度の利用の促

進に関する法律」（以下「促進法」という。）を施行しました。促進法は、成年後見制度の利用

の促進について、その基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及び基本方針その他の基本と

なる事項を定めています。また、平成 29（2017）年３月２４日には「成年後見制度利用促進基本

計画」（以下「国の基本計画」という。）が閣議決定され、概ね５年間の間に、市町村は国の基

本計画を勘案し、市町村における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計

画を定めるよう努めるものとしています。 

 

（２）基本計画策定の目的 

  渋谷区においても成年後見制度は、今後高齢者人口が増加し、とりわけ単身高齢者や認知症高齢

者が増加することが見込まれる中、利用の必要性は高まるものと考えられます。知的障がい、精神

障がいのある人やその高齢化等による利用ニーズの高まりもみられます。一方で、成年後見制度は

資産の多い方の財産管理のための制度と捉えられがちで、正しい制度理解が進んでいない現状もあ

ります。 

  本計画は、こうした状況を踏まえ、制度の利用が必要な人への支援や制度の理解を進めるために、

渋谷区の成年後見制度の利用の促進に関する施策を体系化し、総合的かつ計画的に推進することを

目的としています。 
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２ 計画の位置付け 

  本計画は、促進法第１４条※の規定に基づく「市町村の講ずる措置」となる計画です。 

※促進法第１４条 

（市町村の講ずる措置） 

第１４条 市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域における成

年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるとともに、

成年後見等実施機関の設立等に係る支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関して、基本的な事項を

調査審議させる等のため、当該市町村の条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の

機関を置くよう努めるものとする。 

 

 

  区の計画としては、最上位計画である「渋谷区長期基本計画 2017-2026」に基づくとともに、「渋

谷区高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画（第７期）」（2018～2020 年度）、「渋谷区障害福祉

推進計画」（2018～2020 年度）」をはじめ、保健福祉分野等の関連計画と整合・連携する計画です。 

 

 

■他の計画との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

国：成年後見制度利用促進基本計画 

渋谷区成年後見制度利用促進基本計画 

渋谷区基本構想 
（平成 28（2016）年 10月策定） 

“ちがいを ちからに 変える街。渋谷区” 

渋谷区障害福祉推進計画 

（渋谷区障害者保健福祉計画・渋谷区障害福祉計画・渋

谷区障害児福祉計画） 

渋谷区高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 

 

渋
谷
区
長
期
基
本
計
画 

２
０
１
７
～
２
０
２
６ 

その他の計画 
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３ 計画の期間 

 区の基本計画の期間は、令和２（2020）年度から令和 5（2023）年度までとします。 

本計画の期間中、区では新たに、福祉分野の上位計画である「地域福祉計画（社会福祉法第 107

条に基づく市町村地域福祉計画）」を策定する予定にあります。また、「渋谷区高齢者保健福祉計

画及び介護保険事業計画」及び「渋谷区障害福祉推進計画」が改定期を迎え、権利擁護に関する

施策との整合性を図ります。 

  本計画は、これらの関連計画の策定状況及び今後の制度動向の変化等により、適宜見直すこと

とします。 

 
（年度） 

平成 29 
2017 

平成 30 
2018 

平成 31/令和元 
2019 

令和 2 
2020 

令和 3 
2021 

令和 4 
2022 

令和 5 
2023 

令和 6 
2024 

令和 7 
2025 

令和 8 
2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画の評価・見直し 

 令和２（2020）年度より「渋谷区成年後見制度利用促進審議会」（以下「審議会」という。）を

設置し、地域での取組状況について調査審議し、点検・評価等を継続的に行うとともに、必要に

応じて計画の見直し等を行います。なお、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大に応じた計画の取

組状況についても点検・評価等を行っていくこととします。 

 

  

渋谷区長期基本計画 2017-2026 

渋谷区高齢者保健福祉計画及び
介護保険事業計画（第 7 期） 

渋谷区障害福祉推進計画 
2018-2020 

渋谷区高齢者保健福祉計画及び
介護保険事業計画（第 8 期） 

渋谷区障がい福祉推進計画 
2021-2023 

(仮称)渋谷区地域福祉計画 

渋谷区成年後見制度 
利用促進基本計画 



4 

第２章 渋谷区の現状と課題 

 １ 区民の状況～成年後見制度の利用ニーズは増加傾向にある～ 

 ●渋谷区の人口と世帯 

・渋谷区の人口・世帯数は、現在も増加中です。1 世帯当たりの平均人員数は、1.64 人と、東京

都区部平均（1.83 人）を下回っており、少人数の世帯で暮らす区民が多くなっています。 

・65 歳以上人口は、令和２（2020）年 1 月 1 日現在 42,889 人となっています。高齢化率（65 歳

以上人口比率）は、平成 27（2015）年をピークに漸減して 18.7％と東京都区部平均（21.4％）

を下回っています。 

・平成 27（2015）年の国勢調査をみると、65 歳以上を含む高齢者世帯は一般世帯の 1/4 となっ

ています。うち約半数が単独世帯（都区部平均 4 割）と、高齢単独世帯が多いことが渋谷区の

特徴です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                              出典：渋谷区住民基本台帳（各年 1 月 1 日現在） 

 

●将来人口 

・人口問題研究所の推計によると、区人口は今後も高齢化率を上昇させながら増え続け、令和 7

（2025）年には、65 歳以上人口が 51,000 人を超えることが予想されています。（資料編 P.43

参照） 

●認知症高齢者数の増加予想～東京都による推計より（東京都全体）～ 

・東京都は、認知症高齢者が、平成 30（2018）年時点で高齢者人口の約 14％、令和 7（2025）年

には約 17％になると推計しています（出典：東京都福祉保健局高齢社会対策部「認知症高齢者数等の分

布調査」2017 年 3 月）。 

 

●知的障がい者・精神障がい者数の推移～渋谷区のデータより～ 

 ・愛の手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者、自立支援医療（精神通院）申請件数は、増

加傾向にあり、平成 30（2018）年は計約 5,000 人となっています（出典：渋谷区「福祉部の事

業」）。 

  

212,061 214,665 217,008 219,898 222,278 224,680 226,594 229,671

39,526 40,621 41,578 42,101 42,463 42,570 42,668 42,889

127,587 129,406 130,981
132,932 134,595 136,259 137,582

139,725

90,000
95,000
100,000
105,000
110,000
115,000
120,000
125,000
130,000
135,000
140,000
145,000

0

50,000
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150,000
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400,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

渋谷区の人口・世帯の推移【渋谷区】

総人口（人） 65歳以上人口（人） 総世帯数（世帯）

（世帯）

（人）



5 

●成年後見制度利用者等の推移～本計画策定に係る区内事業所アンケート調査の回答結果より～ 

・各事業所の回答の累計から、制度利用者が増加傾向にあることがわかかります。 

・法定後見制度利用者は、約 5 年間で 1.5 倍となっており、任意後見制度利用者及び「あんしん

サービス」（地域福祉権利擁護事業）利用者も漸増しています。 

・制度利用検討者数も増加しており、今後も利用が増えることが予想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●成年後見支援センターへの相談状況 

・令和元（2019）年度の相談状況をみると、本人・親族からの相談が約 4 割、相談機関や福祉医

療事業所、後見関係専門職等からの相談が約 5 割となっています。 

・「あんしんサービス」案件が 1 位、制度案内が 2 位と、制度利用前段階の相談が多くみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本人
29.6%

地域包括支援

センター
13.9%

親族
9.5%

居宅サービス

事業所
9.0%

専門家

（後見関係）
6.8%

専門家

（後見関係）
6.7%

介護・福祉施設
6.0%

区
5.0%

医療機関
3.6%

その他
12.1%

渋谷区成年後見支援センター2019年度相談援助集計【相談者別構成比】

全相談件数：3,510件

あんしん

サービス
47.4%

成年後見制度

総合相談
20.6%

申立等支援
9.7%

法人後見・法人

後見監督
18.3%

社会貢献型

後見人支援

プログラム
2.9%

その他
5.6%

渋谷区成年後見センター2019年度相談援助集計【事業別構成比】

全相談件数：3,510件
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14 17
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0

20
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60

80

100
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2015年度末 2016年度末 2017年度末 2018年度末 2019年8月1日

法定後見制度利用者

任意後見制度利用者

あんしんサービス利用者

制度利用検討者

【参考】区内介護福祉事業所が把握する制度利用者等の推移

本計画策定のための事業所アンケート調査の回答より
（人）

回答事業所数：55事業所

※数値は記入があった人数の和
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２ 区民ニーズ調査の結果～ニーズの顕在化は未だ限られている～ 

 

■実施概要 ～7種類の調査を実施し、回答者層を下のように大きく区分して分析しました～ 

調査種別 
①民生委員経
由調査 

②地域包括支
援センター
経由調査 

③渋谷区手を
つなぐ親の
会会員調査 

④親族後見人
勉強会参加
者調査 

⑤介護施設入
所者調査 

⑥親族後見人
経験者調査 

⑦区内事業所
調査 

調査対象 

主に 75 歳以上
の単身・２人暮
らし高齢者等 

主に 65 歳以上
の介護保険要支
援認定者・総合
事業対象者 

知的障がい者の
親 

親族後見人予定
者等 

親族後見人予定
者・後見人 

親族後見人経験
者 

介護福祉医療サ
ービス事業所 

調査方法 
民生委員の協力
による配布・郵
送回収 

地域包括支援セン
ターケアマネージ
ャーによる聞取 

親の会の協力に
よる配布・郵送
回収 

勉強会会場で配
布・回収 

郵送配布・ 

郵送回収 

社協からの依頼
による郵送配
布・郵送回収 

郵送配布・ 

郵送回収 

配布数 180 144 40 33 92 2 122 

回答数 107 137 27 31 18 2 55 

回答率 59.4% 95.1% 67.5% 93.9% 19.6% 100.0% 45.1% 

       ↓     ↓     ↓     ↓     ↓     ↓     ↓ 

分析上 
の区分 

高齢リスク層 親の会関心層 予定者層 親族後見人及び経験者層 
事業所 

潜在ニーズ層 顕在ニーズ層 

※区分名は、本調査の結果を読み取りやすくするため、便宜上付けています。区分の定義は以下のとおりです。 

潜在ニーズ層：現時点では制度の利用を具体的に検討していないものの、将来的に制度の利用が必要となる可能性が

高いと考えられる層をいいます。更に潜在ニーズ層のうち、高齢者の層を「高齢リスク層」、知的障がい者

の親の層を「親の会関心層」と定義します。 

顕在ニーズ層：現時点で制度の利用を具体的に検討している層又は既に制度を利用している・利用の経験がある層を

いいます。更に顕在ニーズ層のうち、勉強会に参加し現時点で制度の利用を具体的に検討している層を「予

定者層」、既に制度を利用している・利用の経験がある層を「親族後見人及び経験者層」と定義します。（た

だし、潜在ニーズ層にも制度利用者、顕在ニーズ層（勉強会参加者）にも制度未利用者が含まれています）。 

事業所：区内の介護福祉医療サービス事業所をいいます。 

※実施期間は、令和元（2019）年 7～11月（知的障がい者、精神障がい者のニーズはヒアリング等により補足） 
 
 
 

■結果概要～成年後見制度との関わりを中心に実態と意識を整理しました～※質問や選択肢は略記して記載 

（1）属性について 

●潜在ニーズ層 

・高齢リスク層：65 歳以上の高齢者のみの世帯（２人暮らし等を含む。）が過半数となっています。 

近居･別居の家族は「なし」が 4 割弱となっています。 

・親の会関心層：本人は 40 歳以下が大半で、多くが家族と同居しています。グループホーム入居者も

1 割弱みられます。 

●顕在ニーズ層 

・予定者層：本人は 70 歳以上が 7 割弱、後見人予定者は 50～60 歳代が多くなっています。本人と回

答者との関係については、親子関係が 4 割台半ば、きょうだい関係が 2 割程度となっています。 

・親族後見人及び経験者層：本人は 70 歳以上が７割台半ば、親族後見人及び経験者は、40～60 歳代

が多くなっています。本人と回答者との関係については、親子関係が５割台半ばとなっています。 

●事業所 

・回答があった事業所のうち介護事業所が 9 割以上となっています。 
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（2）相談先について 

  相談先は多様。「成年後見支援センター」を中心に、顕在ニーズ層では専門職、潜在ニーズ層では、「地

域包括支援センター」「障害福祉サービス事業所」の存在が大きいことがわかります。 

 

●潜在ニーズ層が生活上の心配事で頼りにしている相談先（単位：％） 
 1 位 2 位 ３位 4 位 5 位 6 位 7 位 

高齢リスク層 
回答者数：244 人 

家族 
64.3 

地域包括 
支援ｾﾝﾀｰ 28.3 

親族 
19.7 

主治医 
16.4 

親しい友人 
11.％ 

区役所 
4.1 

弁護士 
3.3 

親の会関心層 
回答者数：27 人 

家族・親族 
85.2 

障害福祉 
サービス事業所 

77.8 

親の会／区役所／主治医 
33.3 

本人の 
学校や職場 

22.2 

親しい友人 
14.2 

●成年後見制度利用に際しての相談先（単位：％） 
 1 位 2 位 ３位 4 位 5 位 6 位 7 位 

顕在ニーズ層 
回答者数：51 人 

未相談 
45.1 

成年後見支援ｾﾝﾀｰ
17.6 

弁護士 15.7 
区役所 

11.8 
ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ 

9.8 

家裁／司法書士／ 
地域包括支援ｾﾝﾀｰ 

5.9 

事業所 
回答事業所数：55

事業所 

成年後見 
支援ｾﾝﾀｰ

52.7 

地域包括支援ｾﾝﾀｰ
36.4 

ﾘｰｶﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ・
司法書士 

23.6 

未相談 
20.0 

弁護士会・
弁護士 

12.7 

法テラス 
5.5 

区内介護福
祉施設 

3.6 

 

 

（3）制度の認知と利用ニーズの顕在化状況について 

成年後見制度・成年後見支援センターとも、高齢リスク層で認知度が低い状況がみられます。 

事業所も、制度利用が必要な人は増えてきているとみていますが、本人・家族の関心はそれほど高 

くなく、ニーズが顕在化しにくい状況にあることがうかがわれます。 

 

●成年後見制度の認知状況【潜在ニーズ層】 

・成年後見制度は「知っているが、利用意向はない」という人が約半数に上っています。高齢リスク層

では約 4 分の 1 が「知らない」と答えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●成年後見支援センターの認知状況 

・成年後見支援センターは、高齢リスク層では半数近くが「知らなかった」と答えています。 

・顕在ニーズ層でも約 4 割が「知らなかった」、約 4 分の 1 が「知っているが、相談したことがない」と

答えています。 

・事業所は「知っているが関わったことはない」と 3 割近くが答え､「知らなかった」との回答もみられま

す。 

 

 

22.2 

29.6 

51.9 

22.2 

0.0 

3.7 

0% 20% 40% 60%

身近に利用者・利用経験者がいる

本人の利用を考えたい・検討している

知っているが、利用を考えたことはない

よく知らないが、関心はある

知らない

無回答

回答者数：27人親の会関心層_複数回答（２つまで）

・成年後見制度の認知状況 

 

4.5 

4.5 

45.1 

17.2 

26.2 

2.5 

0% 20% 40% 60%

身内に利用者・利用経験者がいる

利用を検討している・考えたことがある

知っているが、利用を考えたことはない

よく知らないが、関心はある

知らない

無回答

回答者数：244人高齢リスク層
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●成年後見制度について知りたいか【潜在ニーズ層】 

・高齢リスク層では、「成年後見制度について知りたいこと」について 4 割超が「特にない」と答え、

「制度について知る機会」についても 4 割が「説明や相談は要らない」と答えています。 

・親の会関心層では、「知りたいことは特にない」との回答は皆無で、「制度の利用手続きや費用負担

について」「後見人を決めた場合何が変わるのか」「専門職に頼むと何をしてくれるのか､何が変わる

のか」「後見人を決める・選ぶにはどうしたらいいか」などを具体的に知りたいと考えている人が多

く、「制度について知る機会」については、半数強が「講演会等に参加したことがある」、4 割が「気

軽な参加機会があれば行ってみたい」と答えるなど、意欲的な回答が多くなっています。 

 

●制度利用ニーズの動向【事業所】 

・過半数が、制度利用が必要と考えられるケースが「増えてきている・やや増えてきている」と答え

ています。一方で、利用者・家族の制度利用に対する意識は、約 6 割が「制度の認知は進んできて

いるが、利用はまだ進みにくい」または「制度の認知も利用も、あまり進んでいない」と答えてお

り、「制度利用への関心が高まってきている」との回答は 2 割にとどまっています。 

 

 

 

 

 

 

 

よく連絡して

いる

25.5%

連絡したこと

がある

34.5%

あることは

知っている

が、関わった

ことはない

27.3%

知らなかった

5.5%

無回答

7.3%

回答事業者数：55事業所

事業所

19.6 

15.7 

9.8 

25.5 

41.2 

0.0 

7.8 

0% 20% 40% 60%

制度利用にあたって相談した

センター主催の相談会に参加した

利用開始後も相談している

相談したことはない

知らなかった

その他

無回答

回答者数：51人顕在ニーズ層_複数回答

4.5 

7.0 

20.1 

0.4 

25.0 

48.4 

4.1 

3.7

48.1

51.9

3.7

33.3

14.8

0.0

0% 20% 40% 60%

相談に行ったことがある

講演会等に参加したことがある

パンフレットをみたことがある

ホームページをみたことがある

あることは知っているが、内容は知らない

知らなかった

無回答

高齢リスク層（回答者数：244人）

親の会関心層（回答者数：27人）

高齢リスク層・親の会関心層_複数回答

・成年後見支援センターの認知状況 

 

20.0 36.4 29.1 10.9 3.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答事業所：55事業所

成年後見制度利用が必要と考えられるケース【事業所】

増えてきている やや増えてきている あまり変わらない 増えてきてはいない 無回答



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・なお、事業所による利用者の制度利用への支援は、制度や相談機関の「案内」がメインであり、申

立準備等について相談に乗っている事業所は、1/4 程度となっています。 

制度利用についてどんな支援をしているか_複数回答【事業所】      回答事業所：55 事業所 

 

 

 

 

 

 

 

・現在、制度利用が必要と思われる人が「いる」と 6 割が答え、そのうち 6 割が、申立準備に入って

いる人が「いる」と答えています。 

 【参考】渋谷区障がい者基幹相談支援センターの調べによると、令和元（2019）年 10 月 29 日現在、区内 11 か所の

知的障がい、精神障がいのある人が利用する障害者相談支援事業所の計画相談担当総数 737 件中、後見人が

ついている数 26 件、早急な制度利用を検討している数 4 件（合計で担当総数の約 4％）。 

 

 

●成年後見制度と関わったことのある人 

 ・潜在ニーズ層 271 人のうち、「身内に利用経験者がいる」または「利用を検討中」という人は 30 人

（11.1％）で、同居家族がいないか頼れないという人が多く、身辺整理等の終活も具体的に進めてい

る傾向がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.2 38.2 20.0 16.4 3.6 3.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答事業所：55事業所

利用者・家族の成年後見制度に対する意識の変化【事業所】

制度利用への

関心やニーズが

高まってきている

制度の認知は

進んできているが、

利用はまだ進みにくい

制度の認知も

利用も、あまり

進んでいない

わからない・

何ともいえない

その他 無回答

61.8 

63.6 

25.5 

18.2 

3.6 

5.5 

0% 20% 40% 60% 80%

成年後見制度について案内している（パンフレットを渡すなど）

成年後見についての相談機関等を案内している

申立て準備等について相談に乗っている

特に支援はしていない

その他

無回答

ｎ=55

問7.制度利用についてどんな支援をしているか_MA

◆ニーズ動向に関連して 

・身寄りのない人、親族に頼れない人は増えている。（データをみて）新規の相談や申立件数が減

ってきているとしても、継続利用者は増え続けている。 

◆「予防的視点」の重視を 

・制度利用時に類型でいきなり「後見」からの利用が多いのは、切羽詰まってからの制度利用が多

いことの顕われ。 

・目の前の課題やニーズだけでなく、先々のニーズを組み込んだ計画にしていくことが大事。 

・困る前のしくみづくりも中核機関の役割。 

◆利用促進にも複数関係機関の連携を 

・相談支援、就労支援、医療等複数の関係者が、当事者に利用を勧めるため連携できるとよい。 

専門職（弁護士、司法書士及び社会福祉士）ヒアリングより 
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（4）成年後見制度の利用状況について 

全国的な傾向と同様、渋谷区においても、制度利用類型では「後見」の割合が高く、申立人は「子

ども」、後見人は「専門職」が多くなっています。知的障がい者の親は、後見人に「コミュニケーショ

ン」「本人（障がい）への理解」等を期待しており、ニーズの違いへの対応が求められます。 

●成年後見制度の利用類型 

 ・顕在ニーズ層に、利用したい制度をたずねたところ、「法定後見制度」5 割、「未定」3 割、「任意後

見制度」2 割との回答状況で、法定後見制度の類型では 3 分の 2 近くが「後見」をあげています。 

 ・事業所調査では、制度利用者の内訳は「後見」が 8 割を占め、これに「保佐」「任意後見制度」「あ

んしんサービス」「補助」の順で続いています。 

●申立人 

 ・顕在ニーズ層調査で、申立人はどなたかたずねたところ、①家族、②未定、③本人、④後見人等の

順で多くあげられました。 

・事業所調査（制度利用者が複数いるため複数回答）では、①子ども、②他親族、③本人、④きょう

だい ⑤区長の順で多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●後見人等 

・事業所調査で、後見人等はどなたかたずねたところ、①司法書士、②弁護士、③子どもの順で多く

あげられました。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.2 76.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

件数：36,298件

【参考】成年後見人等と本人の関係

親族 親族以外

8.5 7.6 52.0 15.3 16.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

親族：8,428件

【参考】親族の内訳

配偶者 親 子 兄弟姉妹 その他親族

29.2 37.7 17.3

4.4 5.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

親族以外：27,870件

【参考】親族以外の内訳

弁護士 司法書士 社会福祉士 社会福祉協議会
税理士 行政書士 精神保健福祉士 市民後見人
その他法人 その他個人

出典：最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況-平成30年1月～12月

24.9 

21.3 

15.8 

12.4 

12.3 

5.2 

5.0 

1.7 

1.5 

0% 10% 20% 30%

子

市区町村長

本人

兄弟姉妹

その他親族

親

配偶者

任意後見人等

法定後見人等

件数：36,186件

【参考】申立人と本人の関係

出典：最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況-平成30年1月～12月

71.8 

61.5 

30.8 

17.9 

17.9 

10.3 

7.7 

7.7 

2.6 

0.0 

5.1 

0% 20% 40% 60% 80%

司法書士

弁護士

子ども

その他親族

社会福祉士

法人後見

行政書士

社会貢献型後見人

きょうだい

配偶者

その他

回答事業所：39事業所

後見人等はどんな方（機関）ですか_複数回答【事業所】

40.5 

35.1 

32.4 

27.0 

24.3 

18.9 

13.5 

13.5 

0% 20% 40% 60%

子ども

その他親族

本人

きょうだい

区長

専門職等

配偶者

わからない

回答事業所：37事業所

申立人はどなたか_複数回答【事業所】
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●親族後見人について 

・顕在ニーズ層 51 人のうち、親族後見人及び経験者 12 人にたずねたところ、後見人を 2 人以上選出

しているのは 3 人（うち 2 人が親族）でした。 

●後見監督人の選任について  

・親族後見人またはその経験者 12 人のうち、後見監督人を選任しているのは 4 人（弁護士 2 人、司法

書士 2 人）でした。 

・事業所調査でも後見監督人の選任の有無をたずねたところ、「わからない」4 割、「ない」2 割強であ

り、「ある」との回答は 1 割（6 件）で、職種は弁護士・社会福祉士等があげられています。 

●知的障がい者の親の希望 

・親の会関心層に、後見人を選ぶとしたらどんな人がいいかたずねたところ、約 4 分の 3 が「親族」、

3 分の 1 が「専門職」をあげました。 

・子の後見人に求めることについては、「家族や支援者との連絡がよいこと」「本人の障害や症状に理

解があること」をそれぞれ 8 割以上があげ、次いで「本人の気持ちに寄り添えること」「長く担当し

てくれること」「法律や手続きに詳しいこと」の順であげられています。 

子の後見人に求めること_複数回答【親の会関心層】      回答者数：27 人 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

85.2 

81.5 

48.1 

40.7 

33.3 

7.4 

3.7 

0.0 

0% 50% 100%

家族や支援者との連絡がよいこと（コミュニケーション）

本人の障がいや症状に理解があること（医療福祉面での専門性）

本人の気持ちに寄り添えること（性別が同じ、年代が近いなど）

長く担当してくれること

法律や手続きに詳しいこと（法律面での専門性）

まだわからない

その他

無回答

ｎ=27

10.子の後見人に求めること_MA

 

◆事前の「準備」と「段階的利用」 

・問題が起こってから後見人を立てることが多いが、本人の意向を尊重して「補助」「保佐」類型

の検討から始めることも大事。「補助」「保佐」を経過して「後見」に移ることもある。その過程

で信頼関係も築かれる。 

◆「チーム」による支援と「柔軟な関係づくり」 

・チームによる支援が必要。課題が複合的で弁護士と社会福祉士、弁護士と精神保健福祉士がつく、

親族後見人の手続き代行で司法書士がつくなど、後見人が複数になることもある。 

・地域連携ネットワークでは、本人を中心に、後見人を含む多職種・多機関でチームがつくられる

ことが望ましい。 

◆親族後見について 

・現在、親族後見が促進される流れにあるが、かつてのように後見人の 9 割超が親族という状況に

戻すことは難しい。親族がいても頼れない、頼りたくないという人も多い時代。 

・親族だから本人の意思決定を尊重しているとも限らない。親族後見の比率を上げることよりも、

本人にとって適切な人を選ぶことが大事。親族も後見人になったら最低限守らなければならない

部分は維持していかないと、制度利用のメリットは守れない。 

◆障がい者支援の課題 

・高齢者と障がい者、知的障がいと精神障がいではニーズが異なる。本人と親の意向も違う。 

・知的障がい者の家族には、成年後見制度利用への躊躇もある。後見人とのマッチングや報酬負担

等、不安や課題が大きい。長い伴走型支援でずっと同じ後見人が続けることが難しいという課題

もある。 

専門職（弁護士、司法書士及び社会福祉士）ヒアリングより 
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（5）制度利用の円滑化に向けて 

「制度がわかりにくい」「利用手続きが煩雑」「報酬等の費用負担」などが制度利用の支障となって

います。区民は「区民向け説明会」「区民向け相談窓口」の充実を望んでいます。 

●制度利用の支障 

・事業所に、制度利用で支障になっていることをたずねたところ、「本人・家族から見て制度がわかり

にくい」「制度利用の手続きが煩雑」「申立人（親族）の協力が得られない」「本人の報酬支払いが困

難」など、多様な事項があげられました。 

制度利用で支障になっていること_複数回答【事業所】    回答事業所数：55 事業所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●制度利用の円滑化に必要と思うこと 

・顕在ニーズ層と事業所に制度利用の円滑化に必要と思うことをたずねたところ、顕在ニーズ層調査

では①区民向け説明会、②区民向け相談窓口、③利用手続き簡略化、④資料作成サポート体制の順、 

事業所調査では①利用手続き簡略化、②医療に関わる意思決定への対応、③区民向け窓口、④資料

作成サポート体制の順で多くあげられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・制度利用の円滑化に必要と思うこと 

23.6 

16.4 

29.1 

18.2 

16.4 

21.8 

49.1 

25.5 

20.0 

20.0 

16.4 

16.4 

41.8 

1.8 

12.7 

45.1

0.0

39.2

3.9

27.5

27.5

39.2

35.3

21.6

13.7

13.7

11.8

17.6

0% 20% 40% 60%

区民向けの制度説明会を充実する

事業者（相談担当）向けの制度説明会を充実する

区民向けの相談窓口を使いやすくする

事業者（相談担当）向けの相談窓口を使いやすくする

制度利用への不安解消のため、経験者の体験談などを聞く機会をつくる

終活など区民が人生設計力を総合的に高められるよう促す

制度利用の手続きを簡略化する

必要資料の作成をサポートする体制を充実する

後見人等への報酬支払などの補助を充実する

後見人との相性の見極め、担当者の交替などができるようにする

後見人及び後見行動を監督する公的な仕組みを充実する

遺産の社会貢献的活用など、将来にわたる財産・不動産活用に対応する公的な仕組みを充実する

手術や延命治療など、医療に関わる意思決定にも対応できるようにする

その他

無回答

事業所（回答事業所数：55事業所）

顕在ニーズ層（回答者数：51人）

顕在ニーズ層・事業所_複数回答

事業所調査のみの選択肢

41.8 

36.4 

32.7 

29.1 

25.5 

21.8 

16.4 

14.5 

12.7 

10.9 

5.5 

1.8 

10.9 

7.3 

9.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

本人・家族からみて、成年後見制度がどんなものかわかりにくい

制度の利用手続きが煩雑

申立人（親族）の協力が得られない

本人の財産が少なく、後見人等への報酬支払いが困難

制度利用に係る費用負担が壁

本人が利用を拒否

申立に必要な資料収集が困難

事業所からみて、成年後見制度がどんなものかわかりにくく、案内しづらい

家庭裁判所とのやりとりが億劫

後見人（専門職）への不信感がある

区長申立が進まない

後見人等候補者の確保が困難

特にない・わからない

その他

無回答

ｎ=55
問6.制度利用で支障になっていること_MA
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◆成年後見は「権利擁護支援」がベースの広い範囲に関わる制度 

・成年後見制度は、住まいの確保などとともに、長い人生設計を含むトータルな支援の一部。

財産管理のためと思われがちであるが、本来はライフステージを見通した権利擁護の一環で

あり、生活設計全般について考えるための制度。 

・最近は、財産管理だけでなく意思決定支援に舵が切られている。当事者団体からの「自分の

気持ちを尊重しよう」というガイドもある。 

・「後見」の被後見人も、会話ができる人が多い。成年後見制度は、被後見人も都度の判断に

関わることのできる、幅のある制度である。 

◆マイナスイメージの修正が必要 

・アンケートの回答にもあるように、後見人の不祥事問題の報道が大きな不安につながってい

る。専門職団体ではチェック機能を高めている。 

・制度利用が進まないのは、メリットが感じられないから。後見人が消費者被害を阻止しても、

本人は感知しない。アンケートで制度利用の満足度は高いが、それも本人のものではない。 

・アンケートでも報酬の負担が不安としてあげられているが、誤解もある。成年後見制度の利

用では報酬支払いが全額負担のため割高に感じられる。 

◆報酬について 

・所得や資産がない方でも、法テラスや自治体の助成を利用できる場合がある。財産のある人

だけが利用できる制度ではないことを周知したい。区長申立は平成 30 年度都平均で申立全

体の 24％。低所得者の利用も少なくない。 

・障がいのある人にとって月 8 万円の障害年金からの 2 万円は大きい。業務に応じた報酬へと

制度が転換すると、身上保護ニーズが高い場合「報酬額が上がると払えない」との声がある。 

◆後見人の人選と交替の問題 

・制度利用に誰がつなぐか、また、後見人に誰がつくかわからない不安がある。後見人の交替

が簡単ではないことも問題視されており、議論が進んでいる。 

・軽度障がいの方等は必要な時だけ制度を利用する形もある。これは法律的にも可能ではある

が、あまり取り組まれてこなかった。本人にとっての使いやすさを追求することが重要。 

◆主体間の認識や意向のすり合わせが必要 

・本人より事業者が課題を感じているケースもある。成年後見以外の支援が良いケース、必要

があるのに拾えていないケースもある。ニーズを適切に「見つける力」が大事。 

・本人・家族、事業者の認識が異なることもある。意見対立への対応も課題となる。 

◆法定後見以外の支援について 

・任意後見、NPO による支援もある。成年後見制度以外での対応が適当というケースもある。 

・成年後見に限らず、死後事務等も含め「ホームロイヤー」を進める動きがあった。「民事信

託」が増えているが、監督人がいない、家庭裁判所が入らないなど問題がある。委託者と受

託者（第三者）との間で何にでもできるという危険を孕んでいる。金融機関の商品も増えて

いる。善し悪しがあり、コンサルテーションが必要になってきている。 

◆区民が制度に近づくために必要と感じていること 

・一般の方はなかなかパンフレットを読まない、読んでもわからないことが多いため、直接の

コミュニケーションも大事。認知症カフェ、町内会の集いなど、地域に出向いての小さなコ

ミュニケーションから始めるという手段もある。小さな疑問に答えていく。制度を使う・使

わないはご本人が考えていけばよい。まずは制度への理解が必要。 

専門職（弁護士、司法書士及び社会福祉士）ヒアリングより 
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３ 区の成年後見制度に関する取組 

（１）成年後見制度利用促進会議によるマッチング事業 

受任者の調整のため、令和元年度より成年後見制度利用促進会議を月１回開催しています。地

域包括支援センター等から寄せられた相談事例に対して、司法書士・弁護士・社会福祉士の専門

職を中心にケース検討を行い、適切な受任者に結び付くよう調整（マッチング）を行っています。 

（２）区長申立に関する事業 

    成年後見制度を利用したくても、申し立てることができる配偶者や親族の不在又は音信不通等

で申し立てることができない場合、老人福祉法、精神保健福祉法、知的障害者福祉法に基づき、

区長が成年後見制度の審判申立を行うことができます。 

   成年後見制度は財産の管理だけではなく、医療や介護の契約等、財産の多寡にかかわらず必要

となる場合があります。区では、区長申立について成年後見制度利用促進会議で検討し、必要な

場合は速やかに申立ができるよう受任者調整を行い、関係各課で情報共有等を進めるとともに、

円滑に事務が進むよう取り組んでいます。 

（３）成年後見支援センターへの委託及び助成事業 

区は、渋谷区社会福祉協議会が平成 19 年４月に「権利擁護センター」を改称し、成年後見制

度推進機関を担うために設置した「渋谷区成年後見支援センター（以下「成年後見支援センタ

ー」という。）」に対して、助成事業を行っています。また、令和 2 年度からは一部事業につい

て区からの委託事業とします。 

現在、成年後見支援センターでは高齢者や障がい者が、福祉・医療・保健サービスの利用を

自ら決定し、地域で安心して自分らしい生活を継続できるよう、相談援助、成年後見制度推進

の環境整備など様々な事業を行っています。 

●成年後見制度総合相談事業 

   判断能力の不十分な高齢者、障がい者が安心して福祉サービスを利用できるよう、成年後見

制度の相談に総合的かつ専門的に応じています。 

  ●成年後見制度推進事業 

成年後見制度の利用促進を図るため、後見人に対する相談支援の事業を実施しています。 

●社会貢献型後見人推進事業 

   後見人を必要とする区民が、地域で安心して自分らしい生活を継続できるよう、後見業務に

取り組む意欲のある区民等の中から後見人候補者を養成しています。 

  ●法定後見制度利用費用助成事業 

   第三者に成年後見人を委ねることが適切であるにも関わらず、そのための費用負担が困難で

あるときに、必要な経費を助成しています。 

  ●成年後見制度活用事業 

法人後見や申立等支援など成年後見制度の普及や適切な利用の推進等のために必要な支援を

行っています。 

  ●周知普及 

成年後見制度に関する周知普及・啓発、ニーズの把握等を図るため、情報の発信と収集を行

っています。   
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４ 課題の整理 

区民ニーズ調査等から課題を整理すると、次のようになります。 

① 成年後見に係る支援体制のさらなる強化が必要 

区内では、高齢者や障がいのある区民が増加し、認知症対策や 8050 問題への対応が課題とな

ってきています。福祉課題の増加、複合化に伴い、福祉・医療・法律等の分野間連携、ニーズ

や課題の早期発見から対策までの有効かつ円滑な流れづくりがますます重要となってきていま

す。 

当区では成年後見支援センターを推進機関として、成年後見に係る施策を総合的に進めてい

ます。また、地域包括支援センター、障がい者基幹相談支援センター、専門職・専門職団体等

が、各分野で権利擁護や成年後見の取組を進めています。 

今後に向けては、成年後見支援センターを中心に、様々な人や機関のつながりをさらに強め、

個々の区民、後見人による適切な制度利用の支援、成年後見に係る社会的な課題の解決に向け

た体制及び取組みを強化していくことが必要といえます。 

 

② 制度利用に対する区民の理解促進が必要 

区民の、成年後見制度に対する認知度は十分とはいえず、高齢になっても本人・家族の関心

は必ずしも高くありません。関心があっても、手続きや報酬への負担感、後見人やその業務へ

の不安感や不信感等から制度利用に躊躇があったり、頼れる親族がいない、費用負担が困難、

自己実現ニーズにマッチした後見人が探せなかったり、といった壁もあります。 

区では、成年後見支援センターを中心に、制度の周知に努めていますが、成年後見支援セン

ター自体の認知度も十分ではありません。 

成年後見制度の利用を考えることは、生涯にわたって自分らしい生活を安心して継続してい

くにはどうしたらいいかを考えることでもあります。今後は、成年後見制度及び成年後見支援

センターの周知をより一層進め、制度利用に対する不安を解消し、区民が早い段階から、人生

設計の手段の一つとして有効に取り入れていけるよう情報提供していくことがますます重要に

なってきています。また、福祉・医療・地域関係者、各種相談機関等の連携により、制度利用

が必要と思われる人の発見や早期対応を進めていくことも重要です。 

 

③ 多様なニーズ・課題への対応力のある制度運用が必要 
成年後見制度は、権利擁護支援がベースであり、財産管理や契約行為だけでなく、生活上の

様々な意思決定に寄り添う役割があります。高齢者と障がいのある人では、期待する役割が異

なります。顕在化していないニーズや課題の発見も重要です。また、本人と家族、支援事業者

等の意向が異なることもあります。家族の中に支援が必要な人が複数いるなど、成年後見制度

の利用をめぐるニーズや課題は個々に多様で、複雑・複合的な問題への対応も課題となってい

ます。 

成年後見支援センターへの相談は、本人・家族のみならず、相談機関や福祉・医療施設、各

種専門職からのものも多くなっています。親族後見人を専門職がサポートしたり、複数分野の

専門職が後見機能を担ったり、成年後見制度以外の支援で対応したりと、制度利用をめぐる環

境も、制度運用の方法も多様化しています。 

ケアマネジメント力の強化、成年後見の受任者調整、担い手の養成・確保、多職種連携など、

制度の有効な利用と、将来の安心につながる制度運用に向けた手立てを充実していくことが重

要です。  
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第３章 今後の方向 

 １ 基本理念 

本計画は、平成 28（2016）年度に策定した渋谷区基本構想の福祉分野で掲げる「あらゆる人

が、自分らしく生きられる街へ。」実現に向けて、すべての区民が地域で支え合い、自分らしく

生きていける共生社会を構築するために、新たな仕組みとして取り組む計画です。 

計画策定に当たっては、促進法の基本理念と国の基本計画を勘案し、同じく平成 28（2016）

年度に策定した「渋谷区長期基本計画 2017-2026」福祉分野の政策の一つである「高齢者、障

害者等が安心して暮らせる環境の整備」の一環として、今後、利用の必要性が高まることが想

定されている成年後見制度について、制度の利用が必要な方々の発見と継続的な支援、区民に

向けた制度の周知と理解を促進する施策を総合的に推進していく計画とします。 

 

 ２ 基本施策 

基本理念に基づき、本計画期間においては、特に次のことを進めていきます。 

① 成年後見に係る総合的な支援体制の強化 

区民が、自分らしい生活を守るための手立ての一つとして成年後見制度を有効に利用でき、

また、権利擁護支援の必要な人の発見と適切な支援が円滑に行われるよう、成年後見に係る総

合的な支援体制を強化します。 

●地域連携ネットワークの構築 

●中核機関の設置・運営 

 

② 成年後見制度への理解と利用の促進 

必要な人が安心して成年後見制度を利用することができるよう、成年後見制度への理解促進

と、成年後見制度を利用しやすい環境づくりを進めます。 

    ●成年後見制度の周知普及 

    ●成年後見制度総合相談事業の推進  

    ●法定後見制度利用費用助成事業 

 

③ 成年後見制度の有効な運用の推進 

権利擁護支援が必要な人の多様なニーズ・課題に対応できるよう、成年後見制度を有効かつ

円滑に運用していくための取組を進めます。 

  ●受任者調整（マッチング）等の支援 

    ●成年後見制度活用事業 

    ●社会貢献型後見人の養成 

    ●区長申立手続の拡充 

●後見人等の支援促進 
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３ 施策体系 

 

  基本施策は、次のような体系で構成します。 

施策のうち、「2-（1）成年後見制度の周知普及」、「3-（1）受任者調整（マッチング）等の支援」、「3-

（2）成年後見制度活用事業の推進」については、本計画期間において特に重点的に取り組む施策に位

置付けます。 

 

基本 
理念 

基本施策 施策の展開（計画期間における取組） 

あ
ら
ゆ
る
人
が
、
自
分
ら
し
く
生
き
ら
れ
る
街
へ
（
渋
谷
区
基
本
構
想
・
福
祉
分
野
の
ビ
ジ
ョ
ン
） 

１ 成年後見に係

る総合的な支

援体制の強化 

（1）地域連携ネットワークの構築  

（2）中核機関の設置・運営  

２ 成年後見制度

への理解と利

用の促進 

（1）成年後見制度の周知普及 

【重点】 

①広報活動の展開★ 

②区民の理解促進★ 

③支援者の理解促進★ 

（2）成年後見制度総合相談事業の推進  ①相談窓口の運営 

②専門職相談会の開催 

（3）法定後見制度利用費用助成事業 ①申立経費の助成 

②後見報酬の助成 

３ 成年後見制度

の有効な運用

の推進 

 

（1）受任者調整（マッチング）等の支援 

  【重点】 

①チームへの支援★ 

②連携のコーディネート★ 

③家庭裁判所との連携 

（2）成年後見制度活用事業の推進 

  【重点】 

①申立等の支援★ 

②法人後見の実施 

③法人後見監督の実施 

（3）社会貢献型後見人の養成・支援 ①後見人の養成 

②後見人の活躍促進 

③後見人の活動支援 

（4）後見人等への支援 

  【重点】 

①後見人連絡会等の実施★ 

②後見人への相談対応★ 

（5）区長申立手続の円滑化 ①成年後見制度利用促進会議の開催 

②家庭裁判所との連携【再掲】 

※★は重点的に取り組む施策のうち特に強化する施策です。 
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第４章 施策の展開 

基本施策１ 成年後見に係る総合的な支援体制の強化  

区民が、自分らしい生活を守るための手立ての一つとして成年後見制度を有効に利用でき、

また、権利擁護支援の必要な人の発見と適切な支援が円滑に行われるよう、成年後見に係る総

合的な支援体制を強化します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）地域連携ネットワークの構築 

医療・福祉・法律等の分野間連携、ニーズや課題の早期発見から対策までの有効かつ円滑な流れづ

くりのため、区内の既存の機関・人材との相互連携による協力体制を整備し、また、家庭裁判所との

情報交換等による支援体制の強化を行い、有機的な地域連携ネットワークを構築します。 

地域連携ネットワークの構築に当たり、各種専門職団体・関係機関の協力・連携強化を協議する機関

として、「渋谷区成年後見制度利用促進地域連携ネットワーク協議会（以下「協議会」という。）」を

設置しています。 

●渋谷区成年後見制度利用促進地域連携ネットワーク協議会 

主な 

所掌事項 

①地域連携ネットワークにおける法律・福祉の専門職等の関係機関による協力体制

をつくり、また、家庭裁判所との情報交換等を行うことで、権利擁護を必要とす

る本人や身近な親族、福祉・医療・地域関係者等で形成するチームに対して支援

を行うこと。 

②成年後見制度の利用促進に関して、具体的な地域課題についての検討・調整・解

決といった実務等を行うこと。 

組 織 

医師、弁護士、司法書士、社会福祉士、税理士、民生委員、介護事業所、障がい者

団体、金融機関、地域包括支援センター、関係行政機関の職員、基幹相談支援セン

ターから委嘱する委員をもって組織 

事務局 成年後見支援センター 

  

現状と課題 

成年後見制度の推進機関として成年後見支援センターが社会福祉協議会に置かれていますが、権

利擁護の支援や成年後見制度の利用促進を更に推進するためには、様々な人や機関のつながりを強

め、適切な制度利用の支援等に向けた体制づくりをさらに進める必要があります。 

施策の展開イメージ 

成年後見支援センターを中心とする現有の体制を生かし、区と成年後見支援センターによる中核

機関の運営、関係機関による広い地域連携ネットワークにより、区民及びその支援者による権利擁

護のための取組、成年後見制度の有効な利用を支えていきます。 

計画期間における取組 
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（2）中核機関の設置・運営 

地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関として、令和２（2020）年４月から区

は渋谷区内を設置区域とした中核機関を設置し、成年後見支援センターと共同で運営します。 

中核機関では、①区内の権利擁護支援・成年後見制度の利用促進機能の強化に向けた、関係機関と

の連携に係るコーディネート等の役割、②前述の協議会の適切な運営のための事務局の役割、③本人

に相応しい成年後見制度の利用に向けた検討・専門的判断について、専門職による助言を確保するな

どの進行管理に関する役割 を担います。 

 

■渋谷区成年後見制度利用促進地域連携ネットワークのイメージ 

 

  本人を中心に権利擁護および成年後見制度利用の支援チームをつくり、関係機関が大きな輪になってこれ

を支えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★1 チーム：権利擁護支援が必要な方を見守り、本人の意思や状況を継続的に把握し、必要な対応を行

う仕組み。後見等の開始前においては身近な親族や福祉・医療・地域の関係者等、開始後

はこれに後見人が加わる形で個々に構成されます。 

★2 協議会：地域において各専門団体・関係機関の協力・連携強化を協議するとともに、後見等開始の

前後を問わず「チーム」を支援する仕組み 

 

★3 中核機関：専門職による専門的助言等の支援の確保や、協議会の事務局機能、地域連携ネットワー

クのコーディネートを担う機関 

 

 

  

★1 

★2 

★3 
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基本施策２ 成年後見制度への理解と利用の促進  

 

必要な人が安心して成年後見制度を利用することができるよう、成年後見制度への理解促進

と、成年後見制度を利用しやすい環境づくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）成年後見制度の周知普及【重点】 

成年後見支援センターの認知度を高めるとともに、成年後見制度に対する不安を解消していくため

の取組を進めます。 

  住民への広報については、パンフレットやホームページの活用に加え、講演会等を通じた普及啓発、

町会・地域団体などの要望に応じた成年後見制度の説明の拡充を検討します。講演会等においては、

実際の成年後見制度の利用者及び後見人の生の声を聴いてもらう機会を設けるなどにより、画一的な

制度説明にとどまらない、より区民に身近な制度として理解されるような取組を段階的に検討します。

また、成年後見支援センターの周知に当たっては、名称等を憶えてもらうことは勿論のこと、その機

能や実情を理解してもらうことを重要視して周知を進めます。 

加えて、福祉・医療関係者などの支援者への理解促進のため、前述の協議会を活用し、中核機関及

び成年後見支援センターの役割を関係団体に広めていきます。 

  年 度 

  令和２ 

（2020） 

令和３ 

（2021） 

令和４ 

（2022） 

令和５ 

（2023） 

施策の 

展開 

①広報活動の展開★ 

（パンフレットの配付及びホームページ等の活用） 
拡充 拡充 拡充 拡充 

②区民の理解促進★ 

（区民や親族向けの講座・講演会の開催等） 
拡充 拡充 拡充 拡充 

③支援者の理解促進★ 

（福祉・医療関係者向けのセミナーの開催等） 
拡充 拡充 拡充 拡充 

現状と課題 

区民の成年後見制度に対する認知度や関心は十分ではなく、制度利用への不安感・不信感、後見

人等への報酬支払の負担感等もみられます。成年後見支援センターの周知も十分とはいえません。 

区民が権利擁護支援や成年後見制度についての理解を深めるとともに、必要な人が安心して利用

していくことができるよう、利用の壁を取り除いていく必要があります。 

施策の展開イメージ 

計画期間における取組 

区民が、成年後見制度を自分らしい生活の継続を支える手立ての一つとして適切に理解し、必要

に応じて選んでいけるよう、制度の理解促進、成年後見支援センター等での相談対応、制度を利用

しやすくするための支援（経済的負担への対応等）に取り組みます。 

次のことに取り組みます。（1）成年後見制度の周知普及【重点】 

（2）成年後見制度総合相談事業の推進 

（3）法定後見制度利用費用助成事業 
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（2）成年後見制度総合相談事業の推進 

区民、とりわけ潜在ニーズ層の成年後見支援センターへの早期相談を促すとともに、関係機関が予防

的視点から課題を把握できるよう、本人・家族・事業者等からの相談に総合的かつ専門的に応じます。 

上記(1)の周知普及を適切に推進することにより、区民からの相談件数は増加していくものと見込ま

れます。この見込みに立ち、相談内容の体系化・データベース化によるノウハウの蓄積を目指します。 

 

（3）法定後見制度利用費用助成事業 

成年後見制度の利用が必要な人が、低所得でも成年後見制度が利用できるよう、経費助成により支

援します。 

 

■法定後見制度利用費用助成事業の枠組み 

 

 

 

 

 

  

  年 度 

  令和２ 

（2020） 

令和３ 

（2021） 

令和４ 

（2022） 

令和５ 

（2023） 

施策の 

展開 

①相談窓口の運営 

（センターの専門相談員による相談対応） 
継続 継続 継続 継続 

②専門職相談会の開催 

（弁護士・司法書士等による定例相談会） 
継続 継続 継続 継続 

  年 度 

  令和２ 

（2020） 

令和３ 

（2021） 

令和４ 

（2022） 

令和５ 

（2023） 

施策の 

展開 

①申立経費の助成 

（家庭裁判所への申立手続きに必要な費用の助成） 
継続 継続 継続 継続 

②後見報酬の助成 

（専門職・社会貢献型後見人等に支払う報酬の助成） 
継続 継続 継続 継続 

●助成の適用 

本人（成年後見人を必要とする要援助者）の収入・資産等の状況が生活保護基準程度であり、費用

負担ができないことが相当であると認められる場合 

※申立経費の助成については、本人に加え、申立人の収入・資産等の状況が生活保護基準程度であることが必要 

●助成の対象となる費用 

１ 家庭裁判所に申立てをするために申立人が負担する経費 

２ 家庭裁判所の審判により決定した成年後見人の報酬 
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基本施策３ 成年後見制度の有効な運用の推進  

権利擁護支援が必要な人の多様なニーズ・課題に対応できるよう、成年後見制度を有効かつ

円滑に運用していくための取組を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）受任者調整（マッチング）等の支援【重点】 

その人の状況に応じて成年後見人が受任されるよう、後見人候補者を家庭裁判所に推薦するに当た

っての体制づくり及び必要なチームの形成とその支援体制づくりを推進します。 

今後は権利擁護支援を必要とする本人の高齢化だけでなく、本人を現在支えている親世代の高齢化

が大きな課題となっていくことが予想される中、後見人が選任された後における本人との関係づくり

も課題となると予想されます。本計画期間中は、親亡き後の長期間の支援を念頭に置いたチームの構

築のあり方・支援体制づくりの検討にも取り組みます。 

  年 度 

  令和２ 

（2020） 

令和３ 

（2021） 

令和４ 

（2022） 

令和５ 

（2023） 

施策の 

展開 

①チームへの支援★ 

（権利擁護支援が必要な人を見守り、本人の意思や

状況を継続的に把握し、必要な対応を行う「チー

ム」への相談対応等） 

拡充 拡充 拡充 拡充 

②連携のコーディネート★ 

（権利擁護支援に必要な関係者・関係機関の連携づ

くり） 

拡充 拡充 拡充 拡充 

③家庭裁判所との連携 

（後見人の追加・交代、監督人選任や辞任の判断な

どの必要性が生じた際の迅速・柔軟な対応のため

の連絡調整ほか日頃からの情報共有） 

継続 継続 継続 継続 

計画期間における取組 

次のことに取り組みます。（1）受任者調整（マッチング）等の支援【重点】 

（2）成年後見制度活用事業の推進【重点】 

（3）社会貢献型後見人の養成・支援 

（4）後見人等への支援【重点】 

（5）区長申立手続きの円滑化 

 

現状と課題 

身寄りがない、親族と疎遠という区民も増えています。高齢者と障がいのある人では後見ニーズ

が異なり、また、本人・家族・支援者の意向にすれ違いがみられることもあります。多様化・複合

化するニーズや課題に適切に対応していくことがますます求められてきています。成年後見制度利

用をめぐる手続きを円滑に進めることも課題です。 

 

施策の展開イメージ 

財産管理にとどまらず、意思決定支援・身上保護を重視した権利擁護をベースに、財産・収入の

有無や親族からの支援の有無にかかわらず成年後見制度が適切に利用されるよう支援します。また、

制度利用の不正防止も含め、制度の円滑で有効な利用が進む環境をつくります。 
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（2）成年後見制度活用事業の推進【重点】 

  成年後見支援センターの機能を活用し、成年後見制度の適切かつ有効な利用を進めるための支援に

取り組みます。申立等の手続のわかりにくさ・煩雑さが成年後見制度の利用の障壁になっていること

を踏まえて、申立等の支援の強化を進めます。 

  

 

（3）社会貢献型後見人の養成・支援 

身近な立場で、地域できめ細やかな支援を行う社会貢献型後見人の募集・養成研修を継続し、区に

おける成年後見制度利用のニーズに対応するための層を厚くしていきます。募集に当たっては地域連

携ネットワークの活用を進めます。 

また、養成後についても、家庭裁判所に選任された場合に社会貢献型後見人が適正に職務に取り組

めるよう、原則として社会福祉協議会が後見監督人に就任し、必要な支援を行っていきます。 

  

  年 度 

  令和２ 

（2020） 

令和３ 

（2021） 

令和４ 

（2022） 

令和５ 

（2023） 

施策の 

展開 

①申立等の支援★ 

（申立人が行う書類作成に関する手続などの申立手

続等に係る支援の実施。事案によっては適切な代

理人に申立手続を委任するように助言を行い、ま

た、家裁での申立人面接・本人面接への同行を行

う。） 

拡充 拡充 拡充 拡充 

②法人後見の実施 

（必要に応じて社会福祉協議会が後見人を受任） 
継続 継続 継続 継続 

③法人後見監督の実施 

（後見人が社会貢献型後見人の場合、その活動が安

定かつ円滑に行えるよう社会福祉協議会が後見監

督人を受任） 

継続 継続 継続 継続 

  年 度 

  令和２ 

（2020） 

令和３ 

（2021） 

令和４ 

（2022） 

令和５ 

（2023） 

施策の 

展開 

①後見人の養成 

（基礎研修・基礎研修修了者フォローアップ研修） 
継続 継続 継続 継続 

②後見人の活躍促進 

（候補者名簿への登録・後見人受任の促進） 
継続 継続 継続 継続 

③後見人の活動支援 

（相談支援、定例相談会、後見人報酬の助成、損害保

険料の助成） 

継続 継続 継続 継続 
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■社会貢献型後見人推進事業の流れ 
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（4）後見人等への支援【重点】 

親族後見人をはじめ、後見人等が安心して本人の意思決定支援、財産管理等の職務を継続できるよう

支援します。特に、本人の意思決定支援について、専門職による研修等により一層の支援を図ります。 

 

（5）区長申立手続の円滑化 

判断能力が不十分で、親族等からの支援が受けられない人を対象に、区長が本人に代わって家庭裁

判所への審判申立を行う区長申立手続を円滑に進めていきます。当区では高齢単独世帯が多いという

特徴があり、そういった方々が医療や介護の契約等を適切に行うに当たって、区長申立の件数は今後

増えていくことも想定されるため、裁判所を含めた関係機関との連携を更に強化していきます。 

 

■成年後見制度利用に関する手続きの流れ 

  

  年 度 

  令和２ 

（2020） 

令和３ 

（2021） 

令和４ 

（2022） 

令和５ 

（2023） 

施策の 

展開 

①後見人連絡会等の実施★ 

（渋谷区後見人連絡会の継続、親族後見人勉強会の

開催等） 

拡充 拡充 拡充 拡充 

②後見人への相談対応★ 

（専門相談員による対応、地域連携ネットワークに

よる協力） 

拡充 拡充 拡充 拡充 

  年 度 

  令和２ 

（2020） 

令和３ 

（2021） 

令和４ 

（2022） 

令和５ 

（2023） 

施策の 

展開 

①成年後見制度利用促進会議の開催 

（区長申立てに係るマッチングに向けて弁護士、司

法書士及び社会福祉士の専門的見地から助言を受

ける会議を月１回開催） 

継続 継続 継続 継続 

②家庭裁判所との連携【再掲】 継続 継続 継続 継続 
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第５章 計画の推進 

 １ 推進体制 

本計画は、渋谷区と成年後見支援センターで運営する中核機関を中心に、協議会をベースに広

く関係機関が参画して推進するものとします。 

計画の適切な推進については、審議会が点検・評価していきます。 

 

 

 ２ 計画管理 

審議会による計画の点検・評価は、PDCA サイクルにより毎年実施し、計画の確実かつ効果

的な実施を図るとともに、必要があれば見直しを行っていくこととします。 

●目標と実績の比較 

・計画に沿って事業が進んでいるか、事務局が、年間の実施状況（実施や利用の実績）、効果、

実施上の課題の整理等を行い、審議会に報告します。 

・審議会は、各取組が、施策に掲げた目標（課題解消、目指す状態）到達につながっているか

確認するとともに、区内の状況や、関連する制度や計画の動向等を踏まえ、各施策及び計画

全体の有効性や今後の事業推進のあり方を検討します。 

●庁内での計画管理 

 ・本計画は、行政計画であり、区として、渋谷区長期基本計画・実施計画及び、2022 年度から

は渋谷区地域福祉計画（仮称）の個別計画として、進行管理していきます。 

 ・施策・事業の実施状況や効果、課題等の整理にあたっては、渋谷区社会福祉協議会及び、高

齢介護、障がい福祉担当課等の関係部署、必要に応じて地域連携ネットワークに参加する各

主体に確認しながら点検していきます。 

 

 ■PDCAサイクルによる計画管理のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渋谷区成年後見制度利用促進基本計画

（令和 2（2020）～令和 5（2023）年度） 

計画の策定 

施策の実施 

毎年の点検・評価 

計画の見直し・ 

施策改善 
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【資料編】 
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Ⅰ 本計画の検討経緯 

 １ 検討の経過 

 

時期 実施事項 

令和元（2019）年 ６月～１１月 関係団体及び専門職団体（弁護士、司法書士及び社会福祉

士）へのヒアリングの実施 

        ７月～１１月 区民ニーズ調査の実施 

         １２月１９日 令和元年度 第１回成年後見利用促進地域連携ネットワー

ク協議会開催 

令和２（2020）年 ４月１日 渋谷区成年後見制度利用促進審議会条例 施行 

         ７月２８日 第１回渋谷区成年後見制度利用促進審議会開催 

   １０月１日～同月１４日 パブリックコメント実施 

         １２月４日 第２回渋谷区成年後見制度利用促進審議会開催 
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２ 渋谷区成年後見制度利用促進審議会 委員名簿 

 

１ 委員数  10 名 

２ 任 期  ３年間（令和２年４月１日から令和５年 3 月 31 日まで） 

                                       （敬称略） 

選出区分 氏 名 備 考 

学識経験者 ◎ 石渡 和実 
東洋英和女学院大学大学院  

人間科学研究科人間科学専攻修士課程 教授 

学識経験者 〇 今尾 真 明治学院大学 法学部法律学科 教授 

弁護士 土肥 尚子 東京弁護士会 

司法書士 川口 純一 リーガルサポート東京 

社会福祉士 星野 美子 東京社会福祉士会 

民生委員 吉野 妥子 渋谷区民生児童委員 本町地区会長 

地域包括支援センター 松本 朝子 あやめの苑・代々木地域包括支援センター長 

障がい者団体 堀口 智子 渋谷区障害者団体連合会 

医師 黄川田 雅之 きかわだクリニック 院長 

区社会福祉協議会 

事務局長 
鴨井 純子 渋谷区社会福祉協議会 事務局長 

   

  ※ ◎は会長、〇は副会長 
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３ 渋谷区成年後見制度利用促進審議会条例 

渋谷区成年後見制度利用促進審議会条例 

令和２年 3 月 4 日 

渋谷区条例第７号 

 

（設置） 

第１条 成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成２８年法律第２９号）第１４条第２項の規定に

基づき、成年後見制度の利用の促進に関する基本的な事項を調査審議するため、渋谷区成年後見制度

利用促進審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

（組織） 

第２条 審議会は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱する委員十人以内をもって組織する。 

（１）学識識験者 

（２）弁護士、司法書士又は社会福祉士の資格を有する者 

（３）医師等の医療関係者 

（４）福祉関係者 

（５）前各号に掲げる者のほか、区長が適当と認めた者 

（委員の任期） 

第３条 委員の任期は３年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（運営） 

第５条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところに

よる。  

（庶務） 

第６条 審議会の庶務は、福祉部管理課において処理する。 

（委任） 

第７条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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４ 渋谷区成年後見制度利用促進ネットワーク協議会 委員名簿 

 

１ 委員数  17 名 

２ 任 期  ３年間（令和元年 12 月 19 日から令和 4 年 3 月 31 日） 

                                       （敬称略） 

選出区分 氏 名 備 考 

医師 黄 川 田 雅 之 きかわだクリニック院長 

弁護士 ◎ 土 肥  尚 子 東京弁護士会 

司法書士 〇 川 口  純 一 リーガルサポート東京 

社会福祉士 星 野  美 子 東京社会福祉士会 

税理士 梶 田  義 孝 東京税理士会渋谷支部 

民生委員 吉 野  妥 子 渋谷区民生児童委員 本町地区会長 

介護事業所 森 田  暁 子 渋谷区ケアマネージャー 連絡協議会 

障がい者団体 本 田  道 子 渋谷区障害者団体連合会 

金融機関 長 澤  貴 淑 渋谷区しんきん協議会 

地域包括支援センター 松 本  朝 子 あやめの苑・代々木 

行政職員 藤 野  貴 久 渋谷区福祉部長 

行政職員 髙 橋  由 紀 渋谷区高齢者政策担当部長 

行政職員 小 野  健 一 渋谷区管理課長 

行政職員   横 手 麻 理 渋谷区高齢者福祉課長 

行政職員 齋 藤 貢 司 渋谷区障がい者福祉課長 

行政職員 岡 﨑 正 光 渋谷区生活福祉課長 

基幹相談支援センター 瀬 古  庸 子 
渋谷区社会福祉協議会 障がい者支援課

長 
   

  ※ ◎は会長、〇は副会長 
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５ 渋谷区成年後見制度利用促進ネットワーク協議会 要綱 

 

（趣 旨） 

第１条 成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成２８年法律第２９号）及び成年後見制度利

用促進基本計画（平成２９年３月２４日閣議決定）に基づき、権利擁護支援の地域連携ネットワ

ーク（以下、「ネットワーク」という。）を構築し、その活動を支援するため、渋谷区成年後見利

用促進地域連携ネットワーク協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

 

（目 的） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項に係る事項を所掌する。 

（１）ネットワークにおける、法律・福祉の専門職をはじめとする関係機関と相互に連携を図り、

協力体制を構築するとともに、家庭裁判所との情報交換、調整等を行うことにより、権利擁護

支援が必要な人を支えるために身近な親族や福祉・医療・地域関係者等が構築するチームに対

する支援を行うこと。 

（２）渋谷区の基本計画の策定に関する事項の協議を行うとともに、成年後見制度利用促進の区の

取組みについて点検、評価し、提言を行うこと。 

 

（組 織） 

第３条 協議会は、次に掲げる者のうちから社会福祉協議会会長（以下「会長」という。）が委嘱す

る委員をもって組織する。 

（１）医師        

（２）弁護士        

（３）司法書士      

（４）社会福祉士     

（５）税理士            

（６）民生委員        

（７）介護事業所         

（８）障がい者団体     

（９）金融機関           

（10）地域包括支援センター 

(11) 関係行政機関の職員 

（12）基幹相談支援センター 

 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は３年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 協議会に委員長及び副委員長各１人を置き、委員の互選により定める。 
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２ 委員長は、協議会を代表し、会務を統括する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理す

る。 

４ 委員長及び副委員長ともに事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委

員が委員長の職務を代理する。 

 

（運営） 

第６条 協議会は、委員長が招集する。 

２ 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。 

 

（守秘義務） 

第７条 委員及び協議会に出席した者は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、

その職を退いた後も同様とする。 

 

（事務局） 

第８条 協議会の事務局を渋谷区成年後見支援センターに置く。 

 

（委 任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は会長が定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和元年１１月１日から施行する。ただし、委員の委嘱に関する事務手続きにつ

いては、施行期日前から実施できるものとする。 

２ 協議会委員の最初の任期については、第４条第１項の規定にかかわらず、令和４年３月３１日

までとする。 

３ この要綱の施行の日以降、最初に開かれる協議会は、第６条第１項の規定にかかわらず、会長

が招集するものとする。 
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Ⅱ 基礎資料 

 １ 成年後見制度とは 

～渋谷区成年後見支援センター資料より～ 
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２ 区民の状況等～統計データより～ 

●人口・世帯 

・渋谷区の人口・世帯数は、現在も増加を続けており、令和２（2020）年 1 月 1 日の住民基本台

帳では、総人口 229,671 人、総世帯数 139,725 世帯となっています。 

・1 世帯当たりの平均人員数は、1.64 人/世帯と、東京都及び区部平均を下回っており、少人数の

世帯で暮らす区民が多い状況がみられます。 

 

●高齢者人口 

・65 歳以上人口も増え、令和２（2020）年 1 月 1 日現在、42,889 人となっています。高齢化率（65

歳以上人口比率）は、平成 27（2015）年をピークに漸減して 18.7％と、東京都平均より低くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：住民基本台帳による東京都の人口と世帯（各年 1 月 1 日）外国人人口を含む     

 

 

 

212,061 214,665 217,008 219,898 222,278 224,680 226,594 229,671

127,587 129,406 130,981 132,932 134,595 136,259 137,582 139,725

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

渋谷区の人口・世帯の推移【渋谷区】

総人口（人） 総世帯数（世帯）

1.66 1.66 1.66 1.65 1.65 1.65 1.65 1.64

1.98 1.97 1.96 1.95 1.93 1.92 1.91 1.90

1.90 1.89 1.88 1.87 1.86 1.85 1.84 1.83

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1世帯当たり平均人員数の推移【東京都・区部・渋谷区】（単位：人／世帯）

渋谷区 東京都 区部

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

渋谷区 16.99 17.26 17.54 17.77 17.83 17.95 18.09 18.22 18.48 18.75 19.06 18.96 18.95 18.64 18.92 19.16 19.15 19.10 18.95 18.83 18.67

東京都 15.51 16.11 16.62 17.14 17.52 17.89 18.37 18.90 19.38 19.90 20.31 20.47 20.76 20.95 21.55 22.09 22.36 22.50 22.59 22.59 22.57

区部 16.18 16.75 17.20 17.66 17.97 18.27 18.66 19.10 19.49 19.91 20.25 20.33 20.54 20.54 21.03 21.45 21.59 21.63 21.61 21.51 21.40

14.00

16.00

18.00

20.00

22.00

24.00

65歳以上人口比率の推移【東京都・区部・渋谷区】（単位：％）

渋谷区 東京都 区部
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●将来人口 

・人口問題研究所の推計によると、区人口は今後も高齢化率を上昇させながら増え続け、令和 7

（2025）年には、65 歳以上人口が 51,000 人を超えることが予想されています。（本編 P.4 の再

掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来人口」平成 26（2018）年 3 月推計  

 

●高齢者世帯 

・国勢調査の結果をみると、平成 27（2015）年 10 月 1 日時点で、渋谷区における 65 歳以上の世

帯員のいる世帯の比率は 23.8％と、東京都区部及び東京都平均を下回っていますが、そのうち

の半数近くが単独世帯となっていることが渋谷区の特徴となっています。 

平成 27（2015）年国勢調査結果にみる高齢者世帯の状況【渋谷区】 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査（平成 27（2015）年 10 月 1 日） 

  

●介護保険利用状況 

・75 歳以上の後期高齢者の増加に伴い、介護保険要介護・要支援認定者も増加傾向にあります。 

 介護保険利用者の状況【渋谷区】 

 

 

 

 

 

 

出典：渋谷区介護保険事業実績 

  

一般世帯数

うち夫婦のみ うち単独世帯

人 135,520 32,188 7,403 15,218 

％ 100.0 23 .8

％ 100.0 23 .0 47 .3

％ 100.0 29.3

％ 100.0 26.3 38.3

％ 100.0 30.9

％ 100.0 28.2 35.8
東京都

区分 単位 うち65歳以上の世帯員のいる世帯数

渋谷区

東京都区部

19,413 21,213 21,778 21,381 21,129 21,098 20,862

158,892 160,201 162,982 163,543 160,748 154,916 149,568

23,774 23,549 21,613 24,569 29,461 33,630 34,308

22,454 25,407 29,566 30,726 31,512 34,126 38,413
224,533 230,370 235,939 240,219 242,850 243,770 243,151

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年

社会保障・人口問題研究所による将来人口推計【渋谷区】

0～14歳 15～64歳 65～74歳 75歳以上 総数

（人）

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
高齢者人口

総人口 215,789 100.0 218,091 100.0 221,311 100.0 223,412 100.0 225,717 100.0 228,070 100.0 231,043 100.0

高齢者人口（第一号被保険者数） 41,583 19.3 42,364 19.4 43,058 19.5 43,302 19.4 43,355 19.2 43,394 19.0 43,583 18.9
  前期高齢者（65～74歳) 20,403 9.5 20,992 9.6 21,202 9.6 21,028 9.4 20,760 9.2 20,360 8.9 20,225 8.8
  後期高齢者（75歳以上） 21,180 9.8 21,372 9.8 21,856 9.9 22,274 10.0 22,595 10.0 23,034 10.1 23,358 10.1
  うち外国人 443 0.2 461 0.2 459 0.2 464 0.2 479 0.2 484 0.2 534 0.2
  うち住所地特例 706 0.3 713 0.3 765 0.3 814 0.4 828 0.4 852 0.4 812 0.4
年齢別認定者数

認定者合計 8,335 100.0 8,376 100.0 8,623 100.0 8,637 100.0 8,470 100.0 8,877 100.0 9,127 100.0
　第一号認定者（65～74歳） 879 10.5 855 10.2 870 10.1 847 9.8 811 9.6 815 9.2 842 9.2
　第一号認定者（75歳以上） 7,268 87.2 7,331 87.5 7,559 87.7 7,599 88.0 7,472 88.2 7,854 88.5 8,071 88.4
　第二号認定者 188 2.3 190 2.3 194 2.2 191 2.2 187 2.2 208 2.3 201 2.2

2020年3月末2019年3月末2018年3月末
　

2014年3月末 2015年3月末 2016年3月末 2017年3月末
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●障がいのある人 

・知的障がいのある人、精神障がいのある人の数も増加傾向にあります。愛の手帳所持者、精神

障害者保健福祉手帳所持者、自立支援医療（精神通院）申請件数の累計は 5,385 人（件）と総

人口の 2.3％となります。 

障がい者手帳所持者及び自立支援医療（精神通院）申請者数【渋谷区】 

 

 

 

 

出典：渋谷区「福祉部の事業」愛の手帳は各 3 月 31 日、精神障害者保健福祉手帳は各 4 月 1 日現在   

 

●生活保護世帯 

 ・生活保護世帯は、令和元（2019）年度時点で総世帯数の 2.0％と、東京都区部平均（3.3％）及

び東京都平均（3.2％）より低い水準となっており、2017 年以降は微減の状況です。 

生活保護世帯数の推移（年度平均）【東京都・区部・渋谷区】 

 

 

 

出典：東京都保健福祉統計年報 

 

 ●成年後見制度の利用状況 

 ・成年後見制度を利用する区民は増加してきています。（本編 P.5 参照） 

 ・成年後見制度の利用者は全国的にも増えています。「後見」が 8 割弱です（最高裁データより）。 

 

 成年後見制度利用者数の推移【全国】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況-平成 30 年 1 月～12 月」  

 

平成25年

12月末日

平成26年

12月末日

平成27年

12月末日

平成28年

12月末日

平成29年

12月末日

平成30年

12月末日

令和元年

12月末日

成年後見 143,661 149,021 152,681 161,307 165,211 169,583 171,858

保佐 22,891 25,189 27,655 30,549 32,970 35,884 38,949

補助 8,013 8,341 8,754 9,234 9,593 10,064 10,983

任意後見 1,999 2,119 2,245 2,461 2,516 2,611 2,652

計 176,564 184,670 191,335 203,551 210,290 218,142 224,442

176,564 184,670 191,335
203,551 210,290 218,142 224,442

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

（単位：人）

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

愛の手帳所持者（18歳未満） 171 185 197 197 192 195

愛の手帳所持者（18歳以上） 593 610 620 621 621 644

精神障害者保健福祉手帳所持者 1,152 1,256 1,318 1,417 1,522 1,658

自立支援医療（精神通院）申請件数 2,389 2,498 2,601 2,678 2,673 2,888

計 4,305 4,549 4,736 4,913 5,008 5,385

2005年度 2010年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

被保護世帯数 1,894 2,406 2,776 2,835 2,905 2,916 2,909 2,816 2,739

指数（％） 100.0 127.0 146.6 149.7 153.4 154.0 153.6 148.7 144.6
東京都区部 指数（％） 100.0 135.3 155.7 157.8 159.2 159.5 159.9 159.3 158.4
東京都 指数（％） 100.0 135.9 156.8 159.2 161.0 161.6 162.2 161.9 161.3

渋谷区
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３ 区民ニーズ調査の結果 

（1）区民アンケート調査 

■調査の目的と種別 

渋谷区成年後見制度利用促進基本計画の策定にあたり、区民の意向などを把握し、計画策定の基礎

資料とすることを目的としてアンケート調査を実施した。 

在宅高齢者のうち高齢者世帯や要支援認定および介護保険の介護予防・生活支援総合事業利用者、

知的障害者親の会のうち成年後見制度に関心のある会員を「潜在ニーズ層」、成年後見制度の利用者お

よび利用検討者・利用経験者を「顕在ニーズ層」と捉え、制度利用に係る実態と意識を聞くとともに、

区内介護福祉医療事業所を対象に、介護福祉サービス利用者による制度利用状況や事業所の関わり方

等を聞いた。 

 

調査種別 対象者 調査方法 調査期間 

(1)区民ニーズ調査 
（潜在ニーズ層） 

①民生委員経由 
聞き取り調査 

単身・２人暮らし 
高齢者 

民生委員による 
聞き取り調査 

令和元（2019）年 
８月～９月 

②ケアマネージャー 
経由聞き取り調査 

要支援認定 
総合事業対象者 

ケアマネージャーに
よる聞き取り調査 

令和元（2019）年 
７月～10月 

③渋谷区手をつなぐ 
親の会会員調査 

親の会会員 郵送配布・郵送回収 
令和元（2019）年 

７月～８月 

(2)区民ニーズ調査 
（顕在ニーズ層） 

④成年後見制度 
勉強会参加者調査 

親族後見人 
予定者等 

勉強会会場で配布・
回収 

令和元（2019）年 
７月 

⑤後見人・後見人 
予定者調査 

親族後見人 
予定者・後見人 

郵送配布・郵送回収 
令和元（2019）年 

８月～９月 

⑥親族後見人調査 
親族後見人 
経験者 

郵送配布・郵送回収 
令和元（2019）年 

８月～９月 

(3)事業所調査 ⑦区内事業所調査 
介護福祉医療 
サービス事業所 

郵送配布・郵送回収 
令和元（2019）年 

８月～９月 

 

■回収結果 

調査種別 配布数 回収数 回収率 

(1)区民ニーズ調査 
（潜在ニーズ層） 

①民生委員経由 
聞き取り調査 180 107 59.4% 

②ケアマネージャー 
経由聞き取り調査 

144 137 95.1% 

③渋谷区手をつなぐ 
親の会会員調査 40 27 67.5% 

(2)区民ニーズ調査 
（顕在ニーズ層） 

④成年後見制度 
勉強会参加者調査 

33 31 93.9% 

⑤後見人・後見人 
予定者調査 92 18 19.6% 

⑥親族後見人調査 2 2 100.0% 

(3)事業所調査 ⑦区内事業所調査 122 55 45.1% 

合計 613 377 61.5% 
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■集計結果の概要 

■回答者の区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■調査結果の概要 

●属性・生活の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●成年後見制度への関心・関わり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（潜在ニーズ層調査） 
①高齢リスク層：回答者 244 人 

・民生委員経由（107 人） 

 単身・2 人暮らし高齢者 

・ケアマネ経由調査（137 人） 

要支援認定・総合事業対象者  

②知的障がい者：回答者 27 人 

・渋谷区手をつなぐ親の会 

（ヒアリングも実施） 

    

（顕在ニーズ層調査） 
③後見人・後見人予定者・経験者：回答者 51 人 

・親族後見人勉強会参加者（31 人） 

・老人介護福祉施設入所者（18 人） 

・成年後見制度利用経験者（ 2 人） 

④精神障がい者相談支援事業所ヒアリング：1 件 

 

    

①高齢リスク層 

・女性が 7 割、80 歳以上が過半数 

 在宅、独居 6 割弱、持家 8 割以上 

認知症傾向 2 割弱 

・生活費の管理は 9 割弱、財産管理は 8 割強

が「自分で」行っている。 

・生活上の心配は「健康」 

・相談先は、家族に次いで「包括」「親族」「主

治医」の順 

②知的障害者 

・男性が 6 割、40 歳未満が 7 割 

 自宅が 9 割以上、グループホーム 1 割弱 

・将来も踏まえた心配は「家族の高齢化によ

る支援体制の弱体化」「本人を尊重した支

援体制の確保」「継続的な健康管理」「将来

の生活の場」 

・相談先は、「家族」「障害福祉事業所」 

（事業所調査） 
⑤区内の介護福祉医療事業所：回答者 55 件 

    

③後見人・後見人予定者・経験者 

・女性が過半数、70 歳以上が 7 割台 

・勉強会参加者は 50～60 歳代の有職者が多い。 

 （親族後見人及び予定者） 

・親族後見人 2 割強、他後見人 1 割、 

 予定者 4 割、勉強段階 3 割 

④精神障がい相談支援事業所利用者 

・事業所利用者は 50 歳代が中心。親なき後へ移行

中。制度利用者は数％（50-60 歳代） 

 

⑤区内の介護福祉医療事業所 

・介護事業所が 9 割 

・利用者の財産管理は、「本人」「親族」各 6 割、 

 「第三者」2 割、「事業所」1 割 

・制度利用が必要と思われる人が「いる」6 割 

 うち「申立準備・検討中」6 割 

 

    

①高齢リスク層 

・制度との関わりありは 1 割強 

うち身内が経験 6 割、利用を検討中 4 割 

・同居者がいないか、頼れない人が多い。 

 終活も具体的に進めている傾向あり。 

②知的障害者 

・関心の高い人に回答していただいている。 

・親なき後の体制として「住まい」とともに

「後見体制」に大きな関心。勉強会参加や

情報交換を重視。 

・制度との関わりありは 5 割強。うち身内が

経験・利用中 4 割、利用を検討中 6 割 

 

③後見人・後見人予定者・経験者調査 

・制度利用を考えた理由は「本人の判断能力低下」

6 割、「将来の備え」4 割、「財産分与の女性が過

半数、70 歳以上が 8 割台 

④精神障がい相談支援事業所利用者 

・制度利用中 3 人、必要と思われる人 6 人。 

・制度利用のきっかけは、すべて財産管理。 

 問題が生じてから。事前に自ら勉強中の人も。 

⑤区内の介護福祉医療事業所 

・最近 5 年間に制度利用者・利用経験者「あり」

が 5 割（制度利用者は増加傾向） 

・利用の必要がある人が増えてきているが、本人・

家族の認識が進んでいない傾向あり。 
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●制度利用にあたっての相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●制度の利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①高齢リスク層 

・多い順に「弁護士」「区役所」「包括」「社

協」「金融機関」 

・渋谷区成年後見支援センターを「知らなか

った」が 3 割弱 

 

②知的障害者 

・多い順に「社協」「専門職」「区役所」 

・渋谷区成年後見支援センターの講演会参加

者が 5 割、相談経験者も 

 

③後見人・後見人予定者・経験者調査 

・「社協」「専門職」に次いで「区役所」「ケアマネ」

の順。家裁･包括も。「相談していない」も半数 

・渋谷区成年後見支援センターを「知らなかった」

が 4 割 

④精神障がい相談支援事業所利用者 

・保健師と相談支援者が必要性を察知。親が包括

に相談したことがきっかけのケースも。 

 問題が生じてから。事前に自ら勉強中の人も。 
⑤区内の介護福祉医療事業所 

・渋谷区成年後見支援センターと「関わったこと

がない」3 割弱、「知らなかった」も 1 割弱 

 

    

①高齢リスク層 

・利用を検討中は数％（再掲） 

 

②知的障害者 

・利用中・利用を検討中が 4 割弱（再掲） 

・親子で利用というケースもある。 

・後見人を選ぶなら「親族」「専門職」に次

いで「友人」「法人」「社協」 

③後見人・後見人予定者・経験者調査 

・類 型：予定を含めて法定後見 5 割（うち「後

見」が 6 割半）、任意後見 2 割、未定 3 割 

・申立人：家族 5 割､本人 2 割､他 1 割､未定 2 割 

・後見人：親族 5 割弱、他 1 割弱、親族予定数％ 

※親族後見の実態（12 人） 

・後見人の複数選出あり 1/4 

・後見監督人の選出あり 1/3（弁護士・司法書士） 

・本人との面談は「毎日」「定期」がほとんど 

・迷ったときの相談先は「社協」に次いで「家裁」

「弁護士」「施設」。「包括」「司法書士」も。 

④精神障がい相談支援事業所（制度利用者 3 人） 

・類 型：「保佐」2、「後見」1。本人と親に後見

人がついているケースも。 

⑤区内の介護福祉医療事業所（制度利用者 118 人） 

・類 型：「後見」7 割、「保佐」1 割半、「補助」

数％、「任意後見・権利擁護」1 割半割 

※以下法定制度利用者 107 人について 

・申立人：「子ども」「その他家族」「本人」「きょ

うだい」「区長」の順 

・後見人：司法書士 3 割半、弁護士 3 割強、子ど

も 1 割半、社会福祉士 1 割強等 

・後見監督人の選出あり数％（弁護士・社福士） 

・後見監督人の選出あり 1/3（弁護士・司法書士） 

・事業所として後見人と接する機会は「よくある」

3 割強、「少しある」3 割半 
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●制度利用の円滑化に向けて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①高齢リスク層 

・無関心層が約 4 割 

・制度利用について「知りたいことはない」

「説明や相談は不要」が約 4 割 

・利用または検討経験がある人も「知りた

いことはない」2 割弱、「説明や相談は不

要」3 割弱 

 

②知的障害者 

・8050 問題に直面。期待も不安も大きい 

「制度利用のメリット・デメリット」 

「何をどこまでしてもらえるか」 

「報酬の額や体系」「本人との相性」 

「交代ができない」 

・過半数が制度について知る機会を希求 

「手続きや費用」 

「後見人を決めると何が変わるか」 

「専門職はどうしたらいいか」 

「後見人を選ぶにはどうしたらいいか」 

・後見人への希望 

  「コミュニケーション」 

「障がいへの理解」「本人に寄り添える」

「長く担当してくれる」「専門性」の順。 

「本人と年齢が近い人（社会貢献型後見

人）がよい」 

 

③後見人・後見人予定者・経験者調査 

・制度利用の円滑化に必要を思うこと 

  「区民向け説明会」 

「区民向け相談窓口を使いやすく」 

「利用手続きの簡略化」「資料作成サポート」 

※以下親族後見者・経験者 12 人について 

・「制度を利用してよかった」が 8 割強 

・親族後見の負担感は「ない」が半数。負担感は

「家裁へお報告」「預貯金管理」「医療介護サー

ビス利用」「契約の代理」 

 

④精神障がい相談支援事業所 

・課題が複合的。複合的なチームでの対応が必要。 

 病状理解も必要。金銭管理は弁護士、身上監護

は精神保健福祉士というケースもある。 

・後見人がつき、財産・金銭管理が安定すること

で、生活面・精神面の安定につながっている。 

⑤区内の介護福祉医療事業所 

・制度利用の支障 

  「制度がわかりにくい」「手続きが大変」 

  「親族の協力が得られない」 

「報酬は払えない」「費用負担が壁」 

  「本人が利用を拒否」 

  自由回答では不祥事等「後見人への不信感」 

・制度利用の円滑化に必要を思うこと 

  「手続きの簡略化」 

  「延命治療等医療に関わる意思決定も」 

  「区民向け窓口を使いやすく」 

  「資料作成サポート」 

  「区民向けの説明会」 

  「総合的に人生設計力を」 

  「報酬補助」 

  「後見人との相性見極めや交替を可能に」 

  「事業者向けの相談窓口」    
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（２）団体等ヒアリング 

■実施概要 

目的：アンケート調査の設計支援及び、アンケート調査を補完するニーズ・利用実態把握 

対象：①特別養護老人ホーム渋谷区美竹の丘・しぶや（令和元（2019）年 6 月実地） 

②渋谷区手をつなぐ親の会（令和元（2019）年 6 月実施） 

   ③渋谷区精神障害者地域生活支援センター（令和元（2019）年 11 月実施） 

 

■聞き取り結果 

①特別養護老人ホーム渋谷区美竹の丘・しぶや 

●施設利用者について 

・127 床。利用者は近場のみとは限らないが、「美竹の丘」は個室で（あやめの苑より）利用料も少し

高く、経済的にゆとりのある人が選ぶ傾向がある（神南、原宿、広尾など近場が多い）。 

・特養への入居は、成年後見体制があることが条件。入居時にキーパーソンがいないと困る。 

・成年後見の潜在ニーズは増えているとみられる。いい制度と思うが、利用は進みにくい。 

●入居者の成年後見制度利用状況について 

・利用の発生頻度は、年 1～2 件程度。波があり年 2～3 件ということもある。 

・現在は、十数名が親族以外の後見人等を立てて制度を利用している。 

・入居後、家族の事情で相談があることが多い。財産の処分などお金絡みでの相談がほとんど。老々

介護、ご本人が亡くなられ配偶者も認知症、子どもがいない、いても疎遠、子どもがたくさんいる

など。 

・「あやめの苑」では、生活保護の方が独居になり、特養に入居となってもお金の管理ができないとい

う時、成年後見支援センターから区長申し立てとなったケースが 1 件あった。 

・市民後見は、美竹の丘ではないが、あやめの苑ではあった（市民後見は、キャパシティの問題で進

みにくい。養成事業は実施しているが、なかなか増えない）。 

●相談を受けてからの流れ 

・（必要が発生したら）家族と相談し、成年後見制度のパンフレットを渡す。ドクターの意見書を用意

することもある。 

・家族には「相談会」を紹介する（当施設のコミュニティスペースで相談会が行われることもあった）。

相談会を担当する弁護士が、弁護士等を紹介するという流れ。 

・事業所としては、まず、成年後見支援センターに相談する。相談のシステム（役割分担）が明確で

頼りにしており、事業所としてはこのかたちで問題はない（社協とはつながりがあり、何かと連絡

を取り合う関係にある）。 

・システムがあり、つながりもある。それを活かすのは人材。社協（成年後見支援センター）の職員

は、意欲だけでなく社会福祉士としてのスキル、深い知識が必要。 

●制度利用の問題（利用が進まない理由）について 

・事業所からみた問題は次の通り。 

①制度がわかりにくいこと。 

②手続きが面倒なこと。裁判所絡みというのも敷居が高い。 

③1 度後見人を決めると、変えられないこと。市民同士の噂やクチコミで不満情報が流れることもあ
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る。厳格な後見人の場合、家族が「自由がなくなった」と感じることもある。一方で、頼りにな

る後見人もあり、家族会の事務局を引き受けるなど親身な人もいる。 

④治療についての判断はできないこと（延命、手術など）。現在は、家族の判断に依るが、本人の治

療への考え方は、家族と施設側とで異なることがある。家族がいない場合は、職員ができる限り

ご本人とコミュニケーションを取る。苦痛が少ないことを重視する傾向にある。 

⑤費用が見えにくいことも壁となっている。 

 

②渋谷区手をつなぐ親の会 

●会員の状況と課題 

・会員数 150 人程度、年齢は、下は小学生から高齢者まで。最近は 50～60 代が増えている。 

・かつては、障害者は寿命が短く、親が本人を看取ることを想定していたが、寿命が伸びて親と本人

の高齢化が問題になっている。既に認知症の傾向のある親御さんもみられる。後見人をつけるとい

っても、本人が先か親が先かという心配なケースも増えている。 

●会員の成年後見制度に対する認識 

・認知度は 2～3 年前と比べて格段に上がっている。心配が大きくなっているということ。しかし、利

用はそれほど上がっていない。負のイメージのほうが大きい。 

・本人の将来を考えると、単に住む場所が確保されているだけではダメ。その人の周りにどれだけの

人の輪があるかということ。 

・区の成年後見センターに行ってみようかなど、最初の相談をどこにしたらいいか、後見人を決めた

時、その人が本人に合っているかどうかなど、未だアクションは起こしにくい。 

・一人の人に託すのは心配、お金の事だけではなく本人の気持ちになって一緒に判断できるかなど。

本人の意思を汲み取るのは難しい。親たちの関心は、報酬の問題にも増して本人のことをわかって

くれる人に託せるかということにある。 

・相続の問題、生前贈与、不動産の名義をどうしようなど、困ったことにも直面するようになってい

る。よかれと思って土地の名義人に子どもを加えたが、そのままだと相続の際に処分（土地の売買

が）できなくなるという問題が生じた。この時は特例的に解決したが、（親の会では）どういう時に

必要なのか勉強しなければという意識が高まっている。 

・制度利用に向けて問題視していることは、「手続きが難しい・面倒」「自由度が少なくなる」「報酬が

高い」「法人が後見人になった場合に、担当者の異動などで後見人の交代がある」など。 

●制度利用状況 

・現在、後見人がついている会員は 10 人いるかいないか程度。 

・（親の高齢化で）親と子にそれぞれ後見人をつけたケースもある。 

・利用の経緯は、「保護者の高齢化、認知症や逝去」「本人の将来を考えて」「相続や施設入所など必要

性があって（遠方の施設に入所する場合は後見人が必要等）」など。 

・後見人は親族、知人、成年後見支援センターなど。 

・本人に歳が近い市民後見人（サラリーマン）は、親よりも本人の気持ち、判断に寄り添ってくれて

ありがたい。 

・後見人は、本人のサービス等利用計画についての相談の場にも同席しているとのこと。 

●潜在的なニーズについて 

・保護者の高齢化、核家族化、一人っ子、潜在的なニーズは高い。 
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・きょうだいには責任を負わせたくないという保護者も増えてきた。親族の中でもハトコくらいの関

係性の人にある程度任せられる関係ができればという話もある（その位の等親で本人を囲む輪をつ

くっていけるといいという願いから。生涯長期で関われる意味でも同世代がよい）。 

・制度利用の必要性は理解していても、もう少し経ってからで良いという気持ちがまだある。 

・高齢になり、障害のある子どもを託すことができるなら託したいと考え始めている親もいるが、や

はり頑張ってしまう親御さんが多い。ただ、とにかく安心したいという保護者のニーズは強い（特

に障害者の親は片親であることも多いため）。 

・発達障害はお金の管理が苦手な人が多い（クレジットカードの利用方法、趣味に浪費しすぎるなど）。

潜在的な制度の利用ニーズは大きいのではないか。 

・一般就労の増加で仕事帰りの誘惑によるトラブルも多い。軽度だと文字が書けるため、サインして

しまう、リボ払いのことを知らずに契約してしまう、夜の店に通ってしまうなど。趣味につぎ込ん

でしまう場合、ストップしてくれる人も必要。 

●制度利用に関わる本人や家族へのアプローチについて 

・親なきあとへの備えなどの講演会に参加している。成人部会などで実際に利用している方の話を聞

く、実際に知的障がい者の市民後見人を引き受けている人の話を聞くなども有効。制度を利用して

いる例についての情報を出し合いたい。どういうときに後見人が必要になるのか知っておきたい。 

・制度利用を考えた時、まずどこに相談すればいいのかが最初の壁（成年後見支援センターのように

専門機関につないでくれるところがあると知ること）。 

・本人の身になって親身に考えてくれる後見人がついてくれるかどうか心配。世代が近い方が、本人

目線で趣味なども含めて相談がしやすいのではないか。（経済の管理や法的手続きだけでなく）日常

生活も見守ってくれるようなお兄さんお姉さんのような存在があるとよい（その点、法人後見は人

事異動があり不安もある）。 

・片親になった時が真剣に考えだす一つの大きなタイミングになると思う。 

●成年後見制度やその利用に係る意見（利用が進みにくい理由、区や社協に対する意見・提案等） 

・本人にとって適当な後見人を人選できる仕組み。本人やその家族と後見人候補をつなげる仕組み。

本人に合うかが大事。後見人が正式に決定する前に、候補の人との相性を確認できる仕組みがあれ

ばより利用しやすいのではないか。相性を見極める期間が取れるとよい。 

・後見人への報酬負担に備える仕組み。親が残せない場合もある。グループホームで暮らして就労支

援 B 型事業所に通う場合は本人の収支がきつい。障害者の場合、高齢者より先の期間が長言い寄ら

れ。将来にわたり一体いくら用意しておけばよいかという不安がある。 

・若手の後見人の育成（本人と年齢が近い後見人に頼みたいという気持ちがある）。 

・本人だけでなく家族支援を充実してほしいと願っている。障害は障害、高齢は高齢ではなく、複合

的に対応・支援していただけるとよい。地域包括支援センターの力は大きい。 

・渋谷らしい血の通った仕組みづくりを。今の渋谷ならできる。 
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③精神障害者地域生活支援センター「さわやかるーむ」 

●計画相談対象者の制度利用の現状について 

・計画相談対象者は、50 歳代が多く、親世代の高齢化や親亡き後の段階を迎えている人が多いが、成

年後見制度の利用は進んでおらず、現在、当センターでは 3 人（保佐 2 人、後見 1）。 

・いずれも金銭・財産管理の問題への対応を進めるなかで利用開始へとつないだ。作業所、保健師、

当センター、弁護士等の専門職がチームを組んで対応。生活費が抑えられ、気持ちも落ち着いてき

たケースがある。 

●課題は財産管理・金銭管理～対応が必要な人は今後増加が予想される～ 

・金銭・財産管理を課題とする人は少なくない。家賃収入と障害年金で生活しているが、入金がある

と使ってしまう、公共料金が払えない、食べるものがないなど、そこから精神的不安が募り、重複

して支払いをしてしまうこともある。食べるものがない等は、生活相談で確認し不安解消へと繋げ

る。成年後見制度の利用にはニーズと課題の整理が必要と感じている。 

・障がい者の後見ニーズは先が長い。きょうだいがおらず、いとこが都内にいるが疎遠でどの程度協

力が得られるかわかわからない、兄弟がいても病状によっては関係がよくない・とりにくいという

こともある。お金のことで関係が悪化することも。本人が管理できないことが後見ニーズの根底に

ある。 

・さわやかるーむ利用者も、50 歳代が中心で、親の高齢化、親亡き後という時期を迎えている人が多

い。就労支援事業所の利用者等も同様とみられる。 

・制度利用は、多くが親の死がきっかけとなる。利用に向けて自ら調べている人もいる。勉強会に行

ったが、まだ先でいいかなと判断するなど。50 代後半の女性。両親が亡くなって、財産管理を行う

立場となり、現在は信託銀行が訪ねてきている。甥に後見人になってもらおうかと考えている。 

●課題が複合的。チームによる複合的な支援が必要 

・精神障がい者の半分は、生活保護を利用している。一方で、後見には金銭管理と身上監護が必要と

なると報酬は高額が必要。病状理解も必要。きょうだいにも障がいがあるケースも少なくない。家

族 5 人のうち 3 人に精神障がいがあり、親がいないというケースも。病状理解が必要。 

・支援サービスと成年後見、成年後見も含むサポータブルな体制があると、課題が明確になる。 

・金銭管理は弁護士、身上監護は精神保健福祉士が支援しているケースもある。金銭管理と身上監護

の双方が必要という相談ケースは増えている。 

・計画相談での、半年に 1 度のモニタリングには、後見人も入る。情報を共有し、（問題の解決が必要

なら）後見人の先生が本人に伝えるということもできて有効。 

●制度の有効な利用に向けて 

・制度の存在はわかるが、中身がわからないという人が多い。制度理解には、事例紹介が有効ではな

いか。事例を通じて身近に感じる、我が事と感じてもらうこと。 

・また、制度利用につなぐまでのハードルが低いとよい。プレ相談など。後見人に誰がつくかわから

ない不安がある。誰が利用につなぐかも難しい。相談支援、就業支援、医療等、複数の関係者が利

用を進められるとよい（そのためにもセンターを中心とするチームアプローチが必要）。 

・成年後見支援センター主催の「後見連絡会」で、精神障がい者の利用促進について理解を進めてい

る。 

・基幹相談支援センターでも成年後見についての講習会を開いた。 
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４ 専門職ヒアリングの結果 

■実施概要 

目的：後見人代表団体から渋谷区における成年後見制度利用促進に関するアドバイスを得た。 

対象：①渋谷区三士会・社会福祉士会（令和元（2019）年 10 月実施） 

②渋谷区三士会・弁護士会（令和元（2019）年 10 月実施） 

   ③渋谷区三士会・司法書士会（令和元（2019）年 10 月実施） 

 

■聞き取り結果 

①渋谷区三士会・社会福祉士会 

●「予防的視点」が重要～地域包括支援センターへの期待～ 

・アンケート結果に、区民と事業者のニーズの違いが示された。社会福祉士会への相談もマッチング

ギャップ関連は多く、区民は後見人と「長く付き合いたい」が、事業者側は「交代してほしい」と、

ニーズが異なる場合がある。意見対立への対応を考えることは大事。 

・個々の関わりは、渋谷区も他区も傾向に違いはない。考えている段階と、実際にニーズが発生した

段階とでは状況が異なり、アンケートでは拾いきれないことも出てくる。本人・家族、事業者、地

域包括支援センターからみたニーズも異なる。 

・本人より事業者が課題を感じているケースもある。成年後見ではない方法での支援がいいケース、

必要があるのに拾えていないケースもある。本人は自分でできていると思っている人が多い。ニー

ズを適切に「見つける力」が大事である。 

・認知症が進んでいて判断能力が低下していても、周りが文句を言わなければ後見制度を使わなくて

もそのまま生活はできてしまう。ただ、それが本当に本人の望む生活であるかどうか。本来後見制

度は財産管理だけでなく、生活設計全般について考えるための制度である。 

・地域包括支援センターは、将来、自分たちの手が届かなくなったときの支援ニーズを、きちんと汲

み上げられるとよい。「予防的視点」を持てるかどうかが、身寄りのない方が増えてきており、ます

ます重要となってきている。「予防的視点」は、基本計画策定の考え方であり、困る前のしくみづく

りが中核機関の役割。目の前の課題やニーズだけでなく、先々のニーズを組み込んだ計画にしてい

くことが大事。地域包括支援センターは、申立支援の相談を受けているところが多い。地域包括支

援センターの力があると安心。 

・アンケート結果で、申立人・後見人に「配偶者」が少ないのも、既に配偶者がいないか、配偶者も

後見できなくなっているなど、差し迫ってからの制度利用が多い状況の顕われ。 

●成年後見は「権利擁護支援」がベース 

・成年後見制度は、財産管理のためと思われがちであるが、本来はライフステージを見通した権利擁

護の一環。渋谷区では、検討開始の際に、権利擁護は「子どもも含め」との話があったことが印象

に残っている。これは、渋谷区らしい方向性と思う。 

・例えば、高齢な親への虐待は、幼少時に親から虐待を受けたケースが見られる虐待を受けた子が成

人し、親を虐待してしまうようなケースでは、成人した子が社会との関係をうまく築けず、生活が

困窮している方もいる。何らかの支援が必要になるが、専門職が親の後見人となり、裁判所と相談

しながら子に親の年金から生活費を渡すようにし、そこから子に支援が入った事例もある。 

・国も、財産を守るだけではなく、（権利擁護のために）本人の財産をどう使うかが大事とみはじめて

いる。 
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●成年後見制度利用促進基本計画について 

・その意味で、成年後見制度利用は、住まいの確保などとともに、長い人生設計を含むトータルな支

援の一部であり、成年後見制度利用促進基本計画は、地域福祉計画等と切りはなせない。 

・渋谷区が、単独分野の計画としてつくるのはすばらしい。その場合、地域福祉計画等との「つなぎ」

を明確にしておくことが重要である。 

●制度利用のネック 

・「報酬がかかる」という認識が大きなネックになっている。渋谷区は、区長申立のケースのみ報酬を

助成しているが、国の規程では、申立人を限定せず必要に応じた助成をすることができる。 

・報酬の件は専門職の利益のために言うのではない。報酬をもらえないまま後見を続けている専門職

もいる。そのような関係性は本人と後見人をいびつなものにしてしまう。（やってあげている、とい

う感覚を生じさせやすい）あくまで、本人の必要に応じて助成が検討されると安心ということ。 

・報酬の負担感がネックになっているとすれば、これを解消するアナウンスが必要。現に、成年後見

の報酬は、終了時には終わる。通常の福祉サービスは自己負担が１～２割負担などだが、成年後見

は全額自己負担のため、比較すると割高に感じられるのではないか。「報酬について心配がある場合

は、中核機関や行政、包括などに相談できます」ということをしっかり周知し、それらの条件整備

と、負担についての認識に働きかけることが大事。 

・後見人の交代や見直しをしていくことと関連して、軽度障がいの方の場合は必要な時だけ制度を利

用できる形も目指されている。これは法律的にも可能ではあるが、これまであまり取り組まれてこ

なかった。本人にとっての使いやすさを追求することが重要。 

 

②渋谷区三士会・弁護士会 

●制度利用のネック 

・アンケートでもあげられているように、後見人の不祥事問題の報道が大きな不安につながっている。 

・また、後見人を交替できないことも。これは、議論がなされている。 

・報酬が負担という問題はよく聞く。特に障がいのある人にとって、月 8 万円の障害年金からの 2 万

円は大きい。後見の業務に応じた報酬へと制度が転換するが、後見では財産管理だけでなく身上監

護も大事といわれるなかで、障がい者はそのニーズが高いため報酬額の上昇につながりかねず、親

の会からは「報酬額が上がると払えない」との声がある。生活保護の場合、法テラスで費用の立て

替えができるという話が昔からあるが、無報酬の案件も生じている。 

●報酬についての誤解解消を 

・アンケートでも報酬の負担が制度利用の不安にあげられているが、誤ったイメージが定着している。

報酬は、後見の終了とともになくなる。介護・福祉サービスの利用料と比べると生涯の支払い総額

は決して高くない。生活保護の人も使っている。法テラスのほか自治体の助成もある。財産のある

人だけの制度ではないことを周知したい。 

・財産の水準ごとに利用率をみるなど、データを根拠とするのもひとつ。裁判所のデータがある。 

・区長申立は都平均で 26％と 1/4 であり、低所得者による制度利用も少なくない。 

●制度への信用形成を 

・制度利用類型は「後見」が高率。どうにもならなくなってからの制度利用が多い状況がうかがわれ

るが、最近は「保佐」「補助」も増えている。早いうちから本人の意思で利用する流れをつくるため

にも、制度への信用形成が大事。 

・制度を使うことへの不安が大きいが、利用してみてよかったという感想を持つのは、渋谷区調査の

みならず一般的な傾向。成年後見という言葉を知っているが、内容はわからないという傾向も。 
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・成年後見に限らず、死後事務等も含め「ホームロイヤー」を進める動きがあった。身寄りのない人、

親族に頼れない人は増えている。 

●ニーズ・課題の違い 

・（高齢者と障がい者のニーズが異なる。障がい者では、親と本人のニーズも異なるとの話を受け）障

がいのある人は、伴走型支援になるが、30 年間ずっと（同じ後見人が）続けることは難しい。また、

知的障害がいと精神障がいではニーズ・課題も異なる。 

・他区の親の会で、銀行カードの磁気が壊れて作り直そうとしたら、銀行に「後見人をつけて」と言

われたと聞いた。そのような経験は少なくなく、未成年のうちにたくさんカードを作っておくとい

う話もある。金融機関の利用は、最近は代理で請求できるようになったが、まだ成人するとできな

くなることがあり、そんなことで？という後見人ニーズがある。 

●成年後見は幅の広い制度。準備と段階的利用も望ましい 

・顕在ニーズ層のアンケート結果をみると、被後見人は 70～80 代以上、親族後見人は 30～40 代で仕

事や子育てで忙しい世代。被後見人は施設入所者が多い。一方、親族後見人勉強会には、70 代の方

も来ており、自らのこととして勉強に入っている人もみられるようだ。（IRS） 

・親族後見で施設入所者が多いのは、後見人をつけることが入所の条件だから。しかし、そうなる前

からの準備も大事。「補助」「保佐」はそういう制度。「補助」は本人の同意がないと利用できない。

「補助」「保佐」を経過して「後見」に移ることもある。その過程で信頼も築かれる。成年後見は、

財産管理に限らない。弁護士も身上保護支援に力を入れており、意識が変わってきている。 

・「後見」の被後見人も、会話ができる人が多い。成年後見制度は、実は（利用者も、利用者の関わり

も）幅の広い制度である。 

・一時的に後見人をつける場合もある。例えば、精神病が 10 年で寛解して「補助」を取り消した人が

いる（行政担当者は利用の継続を勧めたが）。寛解しても「頼りたい」と続けた方もいる。 

・後見人を「味方」と思っていただくことが（上手な制度利用の）ポイント。利用者の中には「私の

弁護士さん」と言って後見人を紹介する人もいる。 

●マッチングについて 

・親族間紛争は弁護士、遺産分割のみならば司法書士など、職域ごとにケースの傾向が異なるが、実

際にはかぶることも多い。 

・後見人選出の希望は、人によって個々。プライドの高い人は偉そうな弁護士を望む。同性がいいと

いう人も、異性がいいという人もいる。やさしそうな異性がいいなど。 

・マッチングの機会は、成年後見支援センターが中核を担う。相談会も機会となるし、直接弁護士、

弁護士会に相談があることもあるが。区長申立は、成年後見制度利用促進会議？で決定する。 

・自治体ごとに吸い上げ方が異なるが、都がつくったしくみにより、地域包括支援センターから上が

った依頼を弁護士会が受ける。 

・社会福祉士は（複合的な福祉課題への対応の中で）在宅の方に多い。（司法書士や弁護士は）施設入

所のタイミングによる。安定していると課題が明確になる。 

・選任の方法は、社会福祉士会はメーリングリストで募る。リーガルサポートはどうなっているかわ

からない。地区リーダーがいると聞く。弁護士会は、事務局があり、名簿から公平性を以て推薦す

る。（被後見者の希望を基本に）居住地、沿線など行きやすさも大事。 

・国や都は地域連携組織をつくって地域の中で（利用支援に係る）事務を進める方向にある。 

●チームによる支援を 

・本来はチームで支援できるとよい。「弁護士に社会福祉士も入ってほしい」というケースがある。困

難ケースが多い。お金がないが課題が多い、身寄りがないなど。 
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・地域包括支援センターの役割は大きい。地域連携ネットワークづくりにおいても。 

・渋谷区の地域連携ネットワークイメージ図について、「本人と後見人」を並べてチームの中心として

いるが、後見人も本人を囲むチームの一員なのではないか。社会福祉士はより本人に近いかもしれ

ないが、職種によって本人との関わり方が異なる。本人を真ん中に（多職種、多機関が）チームが

つくられることが望ましい（家族の位置付けは難しい）。 

●親族後見について 

・成年後見制度は、満足度が表明されにくい制度。本人には「利用してよかった」表明する機会はな

い（制度利用の効果測定には他の方法が必要）。満足度を表明するのは親族後見人等。自分が後見人

になりたかった親族は逆に文句を言う。 

・現在、専門職後見人が全体の 76％を占めるが、そもそも専門職後見人が増えたのは親族後見人の不

正防止のためだった。最高裁が方針を示したことにより、親族後見が促進される流れになってきて

はいるが、制度開始当初の親族後見人が 90％を超えるような状況に戻すことは難しいし、そのよう

な状態が望ましいとも思えない。親族がいても頼れない、頼りたくないという人も多い時代。 

・親族後見の比率を上げるとか数字が重要ではない。適切な人を選ぶことが大事。確かに専門職の不

祥事もあったわけだが、各団体で保険制度や厳しい名簿制度など、厳格な規則を導入し、様々な研

修も実施して意識を高めてきている。親族だからと言って必ずしも本人の意思決定を尊重している

とは限らない。親族後見が結果的に増えるのは構わないが、それによって以前のような不祥事が増

えるのなら問題。 

・後見制度支援信託や監督人を付けるなどの担保制度もあるが、それらができるのは基本的に大きな

財産のある人。数百万円の財産から数十万円の着服をされるような細かいケースについて、監督で

きる制度上の仕組みが家裁の監督以外に現状はない。家裁もすべてを把握できるわけではないので、

中核機関の担う役割は大きいと思う。 

・成年後見に正解はない。決断を迫られることのストレスは専門職にも当然あるが、プロ意識を持っ

て悩みながらやっている。この制度の難しいところは一般の人でも後見業務を行えること。親族だ

ろうと専門職だろうと、後見人になった人間は最低限守らなければならない部分は維持していかな

ければ、10 年後また新たに仕組みを考えなければならないようなことにもなりうる。 

・後見人には裁量権があるが、家裁は裁量権の範囲内かどうかしか見ない。また、今後は裁量の範囲

内のことは中核機関に相談するようにというスタンス。例えば本人のお金から香典を 10 万円出した

いと親族から相談された場合、今後中核機関は何かしらアドバイスしなければいけないことになっ

ている。正解がないことは慎重に決めていくしかない。 

・制度利用の促進には（情報ストックの整理を含め）、理解促進と環境整備が必要。後見人がついたら

本人の財産が把握できなくなるなど、間違った認識がある。そもそも銀行でも本人以外に財産を開

示することはないが、我々は必要に迫られれば情報開示することはある。 

●渋谷区について 

・申立件数は減少傾向かもしれないが、制度利用者数自体は積み上がっていくものなので都内でも増

えているはず。包括の方の吸い上げる力が大きいのではないか。お金がなくても制度につなげるケ

ースが多くなってきているのでは。 

・子どもがいても専門職後見人として入っているケースはそれなりにいる。もともとの親子関係の問

題から関わりたくない、忙しくてお任せしたいなど。逆に働いていないような親族ほど後見人にな

りたがるが、そういったケースでは家裁が後見人に選ばないことが多い。本人と子どもの関係は良

好だが、後見が必要になった際のきっかけの時点で専門職の力が必要となり、そのまま後見に入っ

ているケースもある。 
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・保佐は本人申立が可能なため、親族申し立てが期待できない時にきっかけとなるケースはある。保

佐については、本人の状況に応じて代理権の設定についてもかなり慎重になってきている。 

・本人の意思を表明し、残せるノートのようなものがあるとよい。 

 

③渋谷区三士会・司法書士会 

●制度ニーズが少ないことについて～マイナスイメージの修正を～ 

・成年後見制度があることを知っていても利用しないのは、ネガティブな情報が多いためと思われる。

利用後の満足度の高さとギャップがある。独居がこれから増える。メリットはたくさんあるはずだ

が、見えにくい。 

・国が利用促進基本計画をつくり、区でもつくるとのこと。利用者にとってメリットが感じられる方

向になるとよい。本人の意思決定支援に、年 2,3 回しか会わないとしたら、「これをやってほしい」

ということに応えられない。その人の資産を中心に生活していた家族の支出が、後見人がついたら

ダメと言われる。 

・後見制度は民法上の財産管理制度として始まったが、最近は、保護だけでなく意思決定支援に舵が

切られている。「代行意思決定」について、民法でも規定がある。当事者団体からの「自分の気持ち

を尊重しよう」というガイドもある。高齢者と障がい者、成人と子どもでは異なる。本人の意思を

尊重しようという「代行意思決定」では、後見人は周囲の意見を聞くことも重要。例えば、風俗営

業への散財も尊重するのは違う。成年後見は福祉中心の支援ではないが。 

・制度が利用されないのは、メリットが感じられなかったからだが、修正されてきている。後見人が

つくと消費者被害を止められるが、本人にはそれを言うことができない。本人の言葉が出てこない

分野。「講演会等を聞いてみたい」というニーズもある。（そのような機会に）マイナスイメージを

修正できるとよい。 

●支援の流れ 

・支援の流れは、個別の課題を、包括から区、社協へとつなげること。包括には（成年後見制度等の）

知識が必要。民生委員、医師、ケアマネ等もあるが、第一の窓口として包括は重要。 

・成年後見の課題は、都社協でもまとめているが、選任の流れはまず社協。法人後見、社会貢献型後

見、親族後見、専門職による後見。専門職でもどの専門がいいか。中核機関が判断する。財産管理

と意思決定支援、双方の視点から本人に合わせて分掌を話し合う。 

・中核機関を中心に専門職団体も連携し、専門職が判断をサポートする。各種相談も、各専門から対

応できる。 

・基礎はできていると思う。あとは後見人支援機能が区としてできているとよい。 

●マッチングについて 

・利用者と後見人のマッチングについては、 

①後見の必要性の見極め（日常生活支援機能等との振り分け） 

②必要があればアセスメントをして、どんな後見人が合うか振り分け 

③社会貢献型後見という受け皿もある 

・リーガルサポートのマッチングは、名簿順にというより、本人にふさわしい人材を選ぶことが基本。

本人の希望を受けてコーディネートする。また、「この人にしかできない」という選択もある。例え

ば、虐待、精神障がい等。施設か在宅かでも異なる。千差万別。 

●法定後見以外の支援について 

・任意後見、NPO による支援もある。 

・金融機関の商品も増えている。善し悪しがあり、コンサルテーションが必要になってきている。 
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・民事信託は増えており、扱う司法書士が多いが、問題もある。監督人がいない、家庭裁判所が入ら

ないなど。例えば、本人が息子に信託するなど。委託者と受託者（第三者）との間で何にでもでき、

簡単だが、危険を孕んでいる。司法書士だけでも 9 千件の案件があるが、中身がみえない。 

・第三者への委託は申告もあいまいで難しい。死後信託も含む任意代理（生前委任契約：監督のない

任意後見）は、十字軍のトラストから始まっており、2013 年時点で、ドイツでは 490 万件と普及し

ているが、日本では 10 万件程度。日本は、契約の習慣が根付いていないこともあり、難しい。 

・詐欺にも注意。話し相手としてやさしい人に悪い業者が多い。本人は気づかないことがある。 

●報酬について 

・後見人への報酬については、誤解がある。実際には無報酬の案件も 1 割、報酬が低いケースを入れ

ると 2 割程度。払えない人は増加傾向にあり、3 割に近いかもしれない（渋谷区は少ないほうだが、

葛飾区等に比べると高低の格差はある）。お金がない、あっても少ない利用者がいる。交通費も自腹

という場合もある。 

・日本は、本人が後見の費用を負担するが、ドイツは国（司法）が負担する。監督も国。 

・区の報酬助成は必要。報酬額は財産の多寡ではなく、何をしたかで決まる。報酬体系の変更を「改

悪だ」とする当事者団体もある。 

●支援のあり方について～ハードルを越えるには～ 

・寄り添いが必要。距離感を縮めるには法律を変えないとダメ。代行意思決定はルールがある。 

・知的障がい者と高齢者はニーズ・課題が異なる。知的障がい者は、成年後見制度を利用しないかた

ちで何とか支援できないかという方向もある。支援者が制度を理解できない（そのゆとりがない）、

本人に合う人がついてくれるか、高齢者と異なり長い付き合いになるなど、課題が大きい。 

＜草の根のコミュニケーションを＞ 

・他人を入れることに対するハードルも高い。コミュニケーションで低くするしかない。 

・パンフレットは読まない、読んでもわからない。直接のコミュニケーションが大事。 

・（セミナーや相談に来てもらうのではなく）小さなコミュニケーションから始めたい。認知症カフェ、

町内会の集いなどに出向いて、直接コミュニケーションしたい。 

・そこでは、小さな疑問に答えていきたい。家裁はハードルが高いが、家裁は守ってくれるためにあ

るなど。使う・使わないはご本人が決めればよい。まずは制度への理解が必要。 

・区民の横にいて、どこからでも始めることが大事と思う。利用者に合わせたコミュニケーション、

顔の見えるなかでの個々のコミュニケーションが大事と思う。区や民生委員と一緒に動き、その場

で解決できることもあると思う。包括支援センターによる予防も大事。 

＜柔軟な関係づくりを＞ 

・専門職との関わりに緊張している。誰が付くかわからない不安もある。「お試し」期間があるとよい

と感じる。 

・親族後見の場合、手続き代行で司法書士が付くことがある。親族後見＋専門職、監督、交替もでき

るなど、専門職団体でも考えていかなければならない課題となっている。 
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